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平成23年12月７日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成23年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）

○議案第２号 平成23年度宮崎県山林基本財産

特別会計補正予算（第２号）

○議案第７号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第12号 みやざき県民の住みよい環境の

保全等に関する条例の一部を改

正する条例

○議案第21号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第22号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第23号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第24号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第36号 平成23年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・社団法人宮崎県林業公社について

・葉たばこ廃作対策の取組について

・県有種雄牛の凍結精液配布体制の見直し経過

について

出席委員（８人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 野  明

委 員 押 川 修一郎

委 員 新 見 昌 安

委 員 岩 下 斌 彦

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

環境森林部次長
金 丸 政 保（ 総 括 ）

県 参 事 兼
環境森林部次長 黒 木 由 典
（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼
山 内 武 則環 境 森 林 課 長

みやざきの森林
福 満 和 徳づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 橋 本 江里子

循環社会推進課長 福 田 裕 幸

自 然 環 境 課 長 森 房 光

森 林 経 営 課 長 佐 藤 浩 一

山村・木材振興課長 水 垂 信 一

み や ざ き ス ギ
武 田 義 昭活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 山 下 英 一

農政水産部

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

農政水産部次長
緒 方 文 彦（ 総 括 ）

農政水産部次長
押 川 延 夫（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
那 須 司（ 水 産 担 当 ）
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畜 産 ・ 口 蹄 疫
永 山 英 也復 興 対 策 局 長

農 政 企 画 課 長 郡 司 行 敏

ブ ラ ン ド ・
鈴 木 大 造流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 奥 野 信 利

連 携 推 進 室 長 工 藤 明 也

営 農 支 援 課
河 野 和 正

課長補佐（総括)

農 産 園 芸 課 長 加勇田 誠

農 村 計 画 課 長 三 好 亨 二

畑かん営農推進室長 宮 下 敦 典

農 村 整 備 課 長 宮 川 賢 治

水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁業・資源管理室長 成 原 淳 一

漁 村 振 興 課 長 神 田 美喜夫

農業改良対策監 戸 高 憲 幸

消費安全企画監 上 山 伸 二

漁港整備対策監 与 儀 新 二

復興対策推進課長 日 髙 正 裕

畜 産 課 長 児 玉 州 男

家畜防疫対策室長 岩 﨑 充 祐

工 事 検 査 監 中 尾 正 史

総合農業試験場長 串 間 秀 敏

県立農業大学校長 井 上 裕 一

畜 産 試 験 場 長 税 田 緑

水 産 試 験 場 長 山 田 卓 郎

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

総務課主任主事 押 川 康 成

○田口委員長 ただいまから環境農林水産常任

委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程につきましては、お手元に配付いたしま

した日程案のとおり行うこととしてよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

○田口委員長 委員会を再開いたします。

初めに、今回、当委員会に付託されました補

正予算関連議案等について、部長の説明を求め

ます。

○加藤環境森林部長 環境森林部でございます。

よろしくお願いいたします。

お手元に配付しております常任委員会資料の

表紙をごらんください。本日の説明事項は、提

出議案が９件、その他の報告事項が１件でござ

います。

まず、予算議案といたしまして、議案第１号

「平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第３

号）」、議案第２号「平成23年度山林基本財産特

別会計補正予算（第２号）」、議案第36号「平成23

年度宮崎県一般会計補正予算（第４号）」の３件、

また特別議案といたしまして、議案第７号「宮

崎県における事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例」、議案第12号「みやざき県民

の住みよい環境の保全等に関する条例の一部を

改正する条例」、議案第21号から第24号までの４

つの議案、「公の施設の指定管理者の指定につい

て」の６件であります。

次に、その他の報告事項につきましては、社

団法人宮崎県林業公社についてであります。前

回の閉会中の常任委員会において、林業公社の



- 3 -

あり方に関する県方針（案）について御説明い

たしましたが、本日は、林業公社の収支不足を

解消するための経営改善計画について御説明い

たします。

それでは、１ページをごらんください。５行

目の１平成23年度環境森林部歳出予算（課別）

の表をごらんください。この表は、議案第１号

を初めとする３つの議案に関する歳出予算を課

別に集計したものです。

このうち、議案第１号に関する一般会計の補

正につきましては、表の左から４列目、補正額

Ｂの列の下のほうに網かけしてあります欄、下

から５段目の欄にありますように、１億7,186

万2,000円の増額をお願いしております。これは、

東日本大震災による福島原発の事故を踏まえ、

空気中の放射線量を測定する機器の整備を行う

事業や、９月の台風15号により発生した山腹崩

壊地等を緊急に復旧するものであります。

また、議案第36号に関する一般会計の追加補

正につきましては、追加補正額Ｃの列の網かけ

してあります欄にありますように、６億1,025

万8,000円の増額をお願いしております。これは、

主に国の３次補正の中にあります全国防災対策

としての一般公共事業に係るもので、東南海・

南海地震の防災対策推進地域に指定された市町

村等において緊急に対応する事業であります。

この結果、補正額と追加補正額を合わせた補

正後の額は、Ｄの列の網かけしてありますよう

に256億3,695万2,000円となります。

また、議案第２号に関する特別会計の補正に

つきましては、下から２段目の網かけの欄にあ

りますように、2,435万4,000円の増額をお願い

しております。これは、県有林の搬出間伐を進

めるために、間伐木の売り払いに必要な搬出経

費等であります。

この結果、環境森林部の一般会計と特別会計

を合わせた補正後の予算額は、表の一番下の３

つの網かけ部分の一番右側の欄にありますよう

に262億4,514万9,000円となります。

次に、２ページをごらんください。平成23年

度繰越明許費補正（追加）についてであります。

これは、関連工事のおくれによるものや、工法

の検討に日時を要したもの、国の予算内示の関

係により工期が不足するなどの理由によりまし

て、翌年度への繰り越しをお願いするものであ

ります。

上のほうの表の議案第１号関係につきまして

は、自然環境課と森林経営課の所管する事業を

合わせまして、表の一番下、合計の欄にありま

すように、25カ所で６億4,688万3,000円でござ

います。

下のほうの表の議案第36号関係につきまして

も、同じく自然環境課と森林経営課の所管する

事業を合わせまして、表の一番下、合計の欄に

ありますように、３カ所で２億450万円の繰り越

しをお願いするものであります。

次に、３ページをお開きください。平成23年

度繰越明許費補正（変更）につきましては、議

案第36号関係としまして、自然環境課、森林経

営課の所管する事業を合わせまして、表の一番

下、合計の欄にありますように、11カ所、繰越

額で、網かけ部分の２億9,393万8,000円の繰越

明許費の増額をお願いするものであります。

この結果、下の表に参考として集計しており

ますが、追加と変更を合わせた繰越額は、表の

一番下の合計欄にありますように、39カ所、そ

して一番右に記載のとおり11億4,532万1,000円

となっております。

次に、４ページをごらんください。平成23年

度債務負担行為補正（追加）についてでありま
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す。債務負担行為につきましては、指定管理者

制度に基づくものを４件お願いするものであり

ます。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては担当課長・室長から御説明いたしま

すので、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

○田口委員長 部長の概要説明が終了いたしま

した。

初めに、議案に関する説明を求めます。

○山内環境森林課長 それでは、環境森林課の

補正予算につきまして御説明をいたします。

お手元の平成23年度11月補正歳出予算説明資

料の環境森林課、27ページをお願いいたします。

環境森林課の補正額は、左から２列目の補正額

の欄にありますように、上から３段目の特別会

計で2,435万4,000円の増額補正となっておりま

す。この結果、補正後の額は、右から３列目、

一番上の行ですが、47億8,052万3,000円となり

ます。

それでは、内容について御説明いたします。

29ページをお願いいたします。今回の補正は、

上から５段目の（事項）県有林造成事業費2,435

万4,000円の増額をお願いしております。これは、

県有林の間伐材の搬出を促進するため、間伐木

の売り払いに必要な搬出等に要する経費をお願

いするもので、これにより県有林の収益の確保

を図るものであります。

続きまして、お手元の環境農林水産常任委員

会資料で説明をさせていただきます。委員会資

料の４ページをお開きください。債務負担行為

の追加についてであります。これは公の施設の

指定管理者を定めることに伴うもので、環境森

林課の所管分としまして、宮崎県川南遊学の森、

宮崎県ひなもり台県民ふれあいの森、宮崎県諸

県県有林共に学ぶ森の管理運営委託費の３件で

あります。期間は平成26年度までで、限度額は

おのおの記載のとおりであります。

次に、同じ常任委員会資料の７ページをお願

いいたします。議案第７号「宮崎県における事

務処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例」についてであります。この事務処理特例条

例は、県知事の権限に属する事務の一部を、市

町村が処理することを可能にするために必要な

事項を定めているものであります。この特例条

例に係る事務のうち、環境森林課所管分につい

て説明をいたします。

まず、（１）の①改正理由にありますように、

「みやざき県民の住みよい環境の保全等に関す

る条例」につきましては、後ほど説明いたしま

すけれども、一部改正を予定しておりまして、

これに伴い号ずれが発生するために、関係規定

を改正するものであります。具体的には、下の

ほうの新旧対照表にありますとおりアンダーラ

インで示した部分を変更いたしますけれども、

宮崎市に移譲する事務そのものには変更がござ

いませんので、説明は省略をさせていただきま

す。

次に、議案第12号「みやざき県民の住みよい

環境の保全等に関する条例の一部を改正する条

例について」であります。

恐れ入りますけれども、平成23年11月定例県

議会提出議案の75ページをお願いいたします。

ここに、「みやざき県民の住みよい環境の保全等

に関する条例の一部を改正する条例」といたし

まして、改正前、改正後の条文を新旧対照表で

示しております。アンダーラインを付したとこ

ろが改正部分であります。

内容につきましては、非常にあちこちで申し

わけないんですけれども、再度、常任委員会資
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料により説明をさせていただきます。恐れ入り

ますけれども、もとの常任委員会資料の12ペー

ジをお願いいたします。まず、（１）の改正理由

でありますが、この条例では、現在、一定量以

上の温室効果ガスを排出する事業者に対し、排

出抑制計画書等の提出を義務づけておりますが、

今回の改正は、産業部門に加え、業務及び運輸

部門での取り組みを強化し、着実に温室効果ガ

ス排出量を削減することを目的とするものであ

ります。

（２）の改正の経緯でありますが、ことし３

月に環境審議会に諮問した後、事業者や関係団

体への説明会を開催し、そのときいただいた意

見を踏まえまして、７月に条例改正検討専門部

会での審議がなされ、条例の一部改正に係る素

案について、本常任委員会でも説明をさせてい

ただいたところであります。その後、環境審議

会での審議を経まして、９月に答申をいただき、

９月の本常任委員会ではその報告をさせていた

だいたところであります。

次に、（３）の改正の概要でありますが、条文

の第６条及び第６条の２で、①のアにあります

とおり、義務の対象となる事業者を、現行の工

場または事業場単位から、事業者単位の特定事

業者に改めることとしております。特定事業者

は、スーパーなどの多店舗を有する事業者や、

コンビニエンスストアなどの連鎖化事業者、ま

た運輸事業者も含む予定であります。なお、特

定事業者は、計画書及び報告書の両方を提出い

ただくこととしております。

13ページをごらんください。一番上ですが、

イにありますとおり、義務の対象とならない小

規模の事業者も、任意で計画書等を提出するこ

とができるとしております。

次に、第６条の３では、②にありますとおり、

温室効果ガス排出抑制計画を達成するための補

完的手段としまして、事業者の温室効果ガスの

排出量を、森林の整備等に伴う二酸化炭素吸収

量などの環境価値で相殺して報告することを認

めることとしております。

第７条では、③でありますが、計画書等は県

庁のホームページで公表することといたしてお

ります。

第７条の２ですが、④にありますように、計

画書等を作成しまたは実施しようとする事業者

に対し、県は、必要な指導及び助言、勧告を行

うことができることとしております。

最後に、第65条の２でありますが、⑤にあり

ますように、計画書等の未提出などで勧告を受

けた者が勧告に応じていただけなかった場合は、

意見を述べる機会を設けた上で、その旨を公表

することとしております。

⑥でありますが、施行期日は24年の４月１日

を予定しおります。

（４）の今後の予定でありますが、今議会で

議決をいただきましたら、年明けの１月から３

月にかけまして、テレビ、新聞等の県の広報媒

体や県内各地区での説明会等を通じまして、事

業者の皆様への周知を図ってまいりたいと考え

ております。

事業者の皆様には、24年度１年間のエネルギー

使用量等を把握していただき、特定事業者に該

当する場合は、25年７月までに温室効果ガス排

出抑制計画書を提出いただくこととなります。

この計画書に応じて、次年度、26年の７月まで

に年度ごとの排出状況報告書を提出いただくこ

ととしております。

なお、運用に当たりましては、本委員会で委

員の皆様からもいろいろ御意見をいただきまし

て、それを踏まえて事業者に過度な負担をかけ
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ないよう計画書様式等に配慮するとともに、具

体的な省エネルギー対策やエコドライブなど、

きめ細かな情報提供に努めてまいりたいと考え

ております。

続きまして、議案第21号から23号につきまし

ては、みやざきの森林づくり推進室長より御説
も り

明をいたします。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 議案
も り

第21号から23号までの「公の施設の指定管理者

の指定について」御説明いたします。

環境森林部では４つの施設について指定管理

者制度を導入しておりますが、今年度で現在の

指定期間の３年を終了することから、引き続き、

４施設の指定管理者を募集したものであります。

初めに、環境森林課関係の３施設について御説

明し、１施設を森林経営課から御説明いたしま

す。

常任委員会資料の14ページをお開きください。

３の議案第21号、宮崎県川南遊学の森について

であります。これは、川南町にあります宮崎県

川南遊学の森の管理者を、（１）の指定管理者候

補者となった社団法人宮崎県緑化推進機構に指

定することについて、議決をお願いするもので

あります。

（２）の指定期間につきましては、平成24年

４月１日から平成27年３月31日までの３年間で

あります。

（３）の指定管理者候補者の選定についてで

あります。①のアにありますように、平成23年

７月８日から９月９日までの募集期間において

応募がありました２団体において、②のイにあ

りますように、環境森林部に５名の委員で構成

される選定委員会を設置いたしましてヒアリン

グ等を実施し、ウの選定基準・審査項目・配点

に沿って採点を行いました。

次に、15ページをごらんください。審査結果

につきましては、③のアにありますとおり、社

団法人宮崎県緑化推進機構が70.8点となってお

ります。イの選定理由といたしまして、（ア）の

募集要領に示した資格要件を満たしていること。

また、（イ）にありますように、施設の管理運営

を適正かつ着実に実施する能力を有していると

認められることや、利用者へのサービス向上や

利用者増に向けた提案がなされていることなど

から、当該団体を指定管理者の候補者として選

定したところであります。

また、（４）の①にありますように、指定管理

者に支払う３年間の指定管理料といたしまし

て、1,810万5,000円について債務負担行為補正

の追加をお願いするものでございます。

次に、16ページをお開きください。４の議案

第22号は、小林市の宮崎県ひなもり台県民ふれ

あいの森の管理者を、（１）の指定管理者の候補

者となった社団法人宮崎県林業協会に指定する

ことについて、議決をお願いするものでありま

す。

（２）の指定期間につきましては、平成24年

４月１日から平成27年３月31日までの３年間で

あります。

（３）の指定管理者候補者は、①のイにあり

ますように宮崎県林業協会１団体から応募があ

り、②のイの選定基準表により審査、採点を行っ

た結果、次の17ページの③のアにありますよう

に75.9点でありました。イの選定理由といたし

まして、（ア）の募集要領に示した資格要件を満

たしていること。また、（イ）のように施設の管

理運営を適正かつ着実に実施する能力を有して

いると認められること。施設の利活用促進に向

けた具体的な提案がなされていることなどから、

当該団体を指定管理者の候補者として選定した
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ところであります。

また、（４）の①にありますように、指定管理

者に支払う３年間の指定管理料7,957万円につい

て、債務負担行為補正の追加をお願いするもの

でございます。

次に、18ページをお開きください。５の議案

第23号は、宮崎市高岡町にあります宮崎県諸県

県有林共に学ぶ森の管理者を、指定管理者の候

補者となった社団法人宮崎県林業協会に指定す

ることについて、議決をお願いするものであり

ます。

指定期間につきましては、平成24年４月１日

から27年３月31日までの３年間であります。

指定管理者候補者の選定は、（３）①のイにあ

りますように、宮崎県林業協会１団体から応募

があり、選定基準表により審査、採点を行った

結果、19ページの③のアにありますように70.5

点でありました。イの選定理由といたしまして、

募集要領に示した資格要件を満たしていること

や、（イ）のように、施設の管理運営を適正かつ

着実に実施する能力を有していると認められる

こと。利用者へのサービス向上や利用者増に向

けた提案がなされていることなどから、当該団

体を指定管理者の候補者として選定したところ

であります。

また、（４）の①にありますように、指定管理

者に支払う３年間の指定管理料702万9,000円に

ついて、債務負担行為補正の追加をお願いする

ものでございます。

環境森林課の説明は以上でございます。

○橋本環境管理課長 環境管理課からは、２つ

の議案につきまして御説明させていただきます。

まず、補正予算についてでございます。歳出

予算説明資料31ページをお開きください。環境

管理課の補正額は、左から２列目の欄にありま

すように、一般会計で7,336万1,000円の増額を

お願いするものでございます。補正後の額は、

右から３列目にありますように６億9,4 1 3

万3,000円となります。

それでは、補正内容について御説明いたしま

す。

33ページをお開きください。上から６行目の

（事項）放射能測定調査費7,336万1,000円の増

額でありますが、内容につきましては常任委員

会資料のほうで御説明させていただきます。

常任委員会資料の５ページをお開きください。

事業名、放射能測定調査事業についてでござい

ます。これは文部科学省の委託事業で、昭和63

年から環境放射能の監視測定を行っているもの

でございます。

１にありますとおり、このたびの福島第一原

発の事故を踏まえまして、全国の放射能監視体

制が強化されることとなり、本県にも測定機器

が追加配備されることとなりました。今回の補

正予算はこの測定機器の購入に係るものでござ

いまして、主なものは、（４）にありますとおり、

モニタリングポスト３台、サーベイメータ３台、

ゲルマニウム半導体検出器１台でございます。

このうちモニタリングポストにつきましては、

右側の６ページの下のほうの地図にありますと

おり、本県に近い３つの原子力発電所からの距

離等を考慮いたしまして、小林、都城、延岡の

３つの保健所に設置することとしております。

これによりまして、現在あります衛生環境研究

所のモニタリングポストと合わせまして４台で、

本県の空気中の放射線量を面的に24時間体制で

把握できるようになると考えているところでご

ざいます。

続きまして、資料の８ページをごらんくださ

い。「宮崎県における事務処理の特例に関する条
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例の一部を改正する条例」について御説明させ

ていただきます。

当課で所管しております騒音規制法、悪臭防

止法及び振動規制法につきましては、県の事務

の一部を当該事務処理特例条例により、現在、

一部の市に移譲しております。①のとおり、こ

とし８月に公布されました「地域の自主性及び

自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律」、いわゆる第２次

一括法におきまして、これらの事務が市に移譲

されることとなりましたため、当該条例に基づ

く移譲事務からの削除を行うものでございます。

削除される事務の内容につきましては、②の

とおり、３つの法律ともにそれぞれ、規制地域

の指定や規制基準の設定、それらの公示等に関

する事務であります。

③のとおり、現在、これらの事務は都城市及

び延岡市に移譲しておりますが、平成24年４月

１日からはすべての市におきましてこれらの事

務が実施されることとなり、騒音や悪臭等生活

環境の保全につきまして、より地域の実情や住

民の意見が反映されるものと考えております。

環境管理課からの説明は以上でございます。

よろしくお願いいたします。

○森自然環境課長 自然環境課から、予算の議

案と特別議案について御説明をさせていただき

ます。

初めに、自然環境課の11月補正予算について

でございます。お手元の11月補正歳出予算説明

資料をお開きください。自然環境課のところ、35

ページをお願いいたします。今回の補正予算は、

表の左から２番目の補正額の欄にありますよう

に、一般会計で9,804万9,000円の増額補正をお

願いしております。この結果、自然環境課の補

正後の予算は、表の右から３番目の欄にありま

すように40億3,739万6,000円となります。

それでは、補正内容について御説明をいたし

ます。

めくっていただきまして、37ページをお開き

ください。上から６段目の（事項）緊急治山事

業費9,804万9,000円の増額をお願いするもので

ございます。今回の補正理由は、説明の欄にあ

りますように、今年９月の台風15号による現年

災の増加に伴うもので、五ヶ瀬町の尾平地区外

２カ所の災害復旧工事を実施することとしてお

ります。

続きまして、議案第36号について御説明をさ

せていただきます。

お手元の別冊、11月補正歳出予算説明資料（議

案第36号）の自然環境課のところ、９ページを

お開きください。今回の補正予算は、表の左か

ら２番目の補正額の欄にありますように、一般

会計で４億1,265万円の増額補正をお願いしてお

ります。この結果、補正後の予算は、表の右か

ら３番目の欄に上げておりますように44億5,004

万6,000円となります。

補正内容について御説明をいたします。１枚

めくっていただきまして、11ページをお願いい

たします。今回の補正は、いずれも国の平成23

年度第３次補正予算の全国防災対策に対応する

ものでございます。

初めに、上から４段目の（目）治山費、その

下の段の（事項）山地治山事業費で３億1,185万

円の増額をお願いしております。これは、延岡

市の杉ノ内地区外７カ所におきまして、山地災

害の危険性の高い崩壊地等に治山ダムや山腹工

などの整備をすることとしております。

次に、その下の段の（事項）地すべり防止事

業費で１億80万円の増額をお願いしております。

これは、宮崎市の丸目地区におきまして地すべ
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り防止対策を実施するものでございます。

予算議案については以上でございます。

引き続き、特別議案について御説明をいたし

ます。

環境農林水産常任委員会資料にお戻りいただ

きまして、特別議案の議案第７号を御説明いた

します。９ページをお開きください。議案第７

号「宮崎県における事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例」の関連でございます。

（３）の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律に係る事務の改正について御説明いたしま

す。

①の改正する理由でございますが、「鳥獣の保

護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づく事

務を希望する市町村に移譲することによりまし

て、住民の利便性の向上と事務処理の効率化な

どを図るものでございます。

次に、②の移譲する事務の内容及び移譲する

市町村につきましては、下の新旧対照表、別表

２に規定いたします有害捕獲の許可対象の鳥獣

を、下線で示しております現在の18種類から、

改正後の欄にありますように59種類に拡大する

とともに、特定外来生物及び鳥類の卵の捕獲の

許可を追加するものでございます。また、その

下の別表２の３に規定する事務、その具体的な

内容は、販売禁止鳥獣（ヤマドリとその卵）の

販売の許可等の事務でございます。今回、椎葉

村を追加いたしまして、合わせて16の市町村と

するものでございます。

③の施行期日につきましては、平成24年４月

１日からを予定しております。

次に、10ページの（４）鳥獣の保護及び狩猟

の適正化に関する法律施行規則に係る事務の事

務の移譲についてであります。

①の改正する理由につきましては、９ページ

と同様に、住民の利便性の向上と事務処理の効

率化等を図るものでございます。

②の移譲する事務の内容及び移譲市町村につ

きましては、先ほど説明いたしました９ページ

の新旧対照表２の３の事務を椎葉村に移譲する

ことに伴って発生する事務、具体的には販売許

可証の住所等の変更届出等の事務に椎葉村を追

加するものでございます。

③の施行期日につきましては、同じく平成24

年４月１日からを予定しております。

次に、めくっていただきまして、11ページの

（５）の自然公園法に係る事務の改正について

であります。

①の改正する理由につきましては、「地域の自

主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律」の公布

に伴いまして、自然公園法に係る関係規定を改

正するものでございます。

②の改正する事務の内容につきましては、法

律の公布に伴いまして、市町村が執行する国定

公園事業において、市町村が施設の変更を行う

際の知事への同意について見直しが行われまし

て、同意を要しない協議となったことに伴い、

新旧対照表中、４の２の（３）及び（７）の「同

意」の事務を、右の改正後にありますように「協

議」へ変更するとともに、（10）の「同意」を削

除するものであります。

③の施行期日につきましては、平成24年４月

１日からを予定しております。

自然環境課からは以上でございます。よろし

くお願いいたします。

○佐藤森林経営課長 森林経営課でございます。

初めに、当課の11月補正予算について御説明

いたします。

お手元の11月補正歳出予算説明資料の39ペー
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ジでございます。今回の補正予算は、表の森林

経営課の欄の左から２列目、補正額にあります

ように45万2,000円の増額をお願いしておりま

す。この結果、森林経営課の補正後の予算額は、

右から３列目にありますように106億1,235

万1,000円となります。

それでは、補正内容について御説明いたしま

す。

１枚めくっていただきまして、41ページをお

願いいたします。５段目の（事項）林業技術セ

ンター管理運営費で45万2,000円の増額をお願い

しておりますけれども、これは、森とのふれあ

い施設の管理運営に係る委託業務料の増に伴う

ものでございます。

続きまして、11月追加補正予算について御説

明いたします。

お手元の11月補正歳出予算説明資料（議案第36

号）の13ページでございます。今回の追加補正

予算は、表の森林経営課の欄の左から２列目の

補正額にありますように、１億9,760万8,000円

の増額をお願いしております。この結果、森林

経営課の追加補正後の予算額は、右から３列目

にありますように108億995万9,000円となりま

す。

それでは、補正内容について御説明いたしま

す。

１枚めくっていただきまして、15ページをお

願いいたします。２つの事項で増額をお願いし

ておりますけれども、この２つにつきましては

東南海・南海地震の防災対策推進地域に指定さ

れた市町村等に対するもので、まず５段目の（事

項）森林整備事業費では、延岡市外４市町村等

が行う造林、保育等の経費に関する補助として

１億7,284万9,000円をお願いしております。

また、その下の（事項）林業専用道整備事業

費では、延岡市が行う間伐等の森林施業に直結

する路網整備の経費に対する補助として2,475

万9,000円をお願いしております。

補正予算につきましては以上でございます。

続きまして、議案第24号「公の施設の指定管

理者の指定について」でございます。常任委員

会資料の20ページをお願いいたします。議案第24

号は、美郷町西郷区にあります県林業技術セン

ター内に併設されております、研修寮、森の科

学館、体験の森、森林植物園及び親水広場の管

理を行う指定管理者の指定についてであります。

（１）にありますように、指定管理者候補者

は社団法人宮崎県林業協会でございます。

次に、（２）の指定期間につきましては、平成24

年４月１日から平成27年３月31日までの３年間

でございます。

また、（３）の指定管理者候補者の選定ですが、

①の公募の状況といたしましては、イにありま

すように２団体から応募がありました。また、

②の候補者の選定につきましては、イの選定基

準表によりまして審査、採点を行った結果、右

側の21ページの③にありますように、点数は75.8

点でございました。イの選定理由といたしまし

ては、（ア）にありますように募集要領に示した

資格要件を満たしていること。また（イ）にご

ざいますように、施設の管理を適正かつ着実に

実施する能力を有していると認められること。

施設の利用促進に向けた具体的な提案がなされ

ていることなどから、当該団体を指定管理者の

候補者として選定したところでございます。

また、（４）の①にありますように、指定管理

者に支払う指定管理料といたしまして、年額に

いたしまして2,130万円、３年間で6,390万円に

つきまして債務負担行為補正の追加をお願いす

るものでございます。
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森林経営課からは以上でございます。よろし

くお願いいたします。

○田口委員長 以上で議案に関する執行部の説

明が終了いたしました。

議案についての質疑はございませんか。

○中野委員 まず指定管理者制度、ずっと以前

からあるわけですけど、私は目的は２つあると

思うんです。県が管理しておった場合と委託に

した場合、どれぐらいサービスがよくなって経

費が下がるかということだと思うんです。こう

いう資料を見るときには経費の縮減等、どれぐ

らい削減できるのか。削減できなければ余り意

味ない。その中でより以上のサービスが提供で

きるとか、そういうところを書いてもらわんと、

ただ手順だけを書いて、一番知りたい目的のと

ころが抜けておるんです。資料がいつも。よかっ

たらそこを説明してください。指定管理者はみ

んな。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 今回、
も り

４施設ございますけれども、指定管理が始まっ

てのメリットとして、民間企業の能力を活用し

て、委員御指摘のような経費の節減だとかサー

ビスの向上が一定量図られております。具体的

に申し上げますと、ひなもり台県民ふれあいの

森について16ページで御説明させていただきま

したけれども、この中に書いていないというこ

とでまことに恐縮ですけれども、ひなもり台の

場合は、今、第２期ですけれども、第２期の指

定管理が始まってひなもりの県民の森を通年の

営業と開園ということで県民サービスの向上に

努めております。オートキャンプ場で申し上げ

ますと、冬期、12月から３月までの間は閉園し

ていたんですけれども、その間も利用できるよ

うに通年営業という形でサービスを向上させて

おります。

２点目の経費の節減の件ですけれども、それ

までは県の委託という形でやっておったんです

けれども、制度導入前の17年度決算で申し上げ

ますと、3,680万ほどの委託料がかかってござい

ました。制度を導入後、18年以降は約2,600万余

ということで、1,000万ほどの経費節減につな

がっているという節減効果もあったということ

で、指定管理の導入によって一定のサービス向

上ないし経費節減効果が出たものと思っており

ます。

○佐藤森林経営課長 第24号でお願いしており

ます林業技術センターにつきましては、経費的

にはそう差はございませんけれども、自主研修

とか主催研修の回数が増加するなどサービスの

向上につながっていると。それから先ほどござ

いましたように、通年を通じた開所につながる

などサービスの向上につながっているところで

ございます。

○福田委員 関連しまして、特殊な仕事ですか

ら応募者も少ないと思うんですが、20ページに

は２団体の応募団体数になっていますが、業種

的にはどういう業界がこういう関連の指定管理

者に応募できる資格といいますか要件があるん

でしょうか。いろいろ基準は書いてありますけ

ど、具体的な業務内容で言いますと、できれば

林業協会以外の応募した団体の名称を知りたい

んですが。

○佐藤森林経営課長 21ページに２団体と書い

てありますけれども、団体の名称といたしまし

ては、特定非営利活動法人リバーシブル日向と

いうところでございます。これは日向市に所在

しておりまして、社会教育とかまちづくり、文

化振興、環境活動を行いますＮＰＯで、地域の

自然文化を守り育てるひゅうが自然学校等を運

営していると聞いております。
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結果的に宮崎県林業協会を選定したわけです

けれども、先ほど申しましたように、指定管理

者として必要な人員体制の確保とか、サービス

向上のための方策等がプレゼンの中に具体的に

含まれていなかったということで、点数の差が

ついてこういう結果になりました。

○福田委員 決定は構わないんですが、せっか

く指定管理者制度をつくって、応募団体が少な

いということは、結局、県が意図した競争原理

が働くことが少なくなるわけですから、どの辺

に参入するバリアがあるのかなと考えたんです。

もちろん林業協会あたりは一番的確者であるこ

とはわかります、業務内容からしまして。せっ

かく指定管理者制度をつくられて、応募する団

体が少ない、企業が少ないというのはちょっと

寂しいという気持ちがいたしました。

問い合わせ等についても余りないんですか。

○佐藤森林経営課長 今の技術センターの応募

につきましては、ほかに問い合わせが１件ござ

いました。

○福田委員 特殊な業務ということは理解をし

ているんですが、やはり指定管理者制というの

は広く能力のある企業に、公の施設の仕事を開

放するわけですから、そういうふうに進んでいっ

てもらいたい。林業協会といいますと外郭団体

の一つに見られますから、もちろんそれはいい

んですよ。事前調整が行われずに、本当にフリー

の立場で指定管理者が決まるような応募のあり

方が必要になってくるのかなという気がいたし

ました。答えは要りません。

○坂口委員 関連してですが、例えば16ページ

のひなもり、今言われたように応募者の障壁で

すけど、事業計画確認のところの審査項目の一

つに「過去の類似事業の実績」とかありますね。

言葉としてはわかるんですけど、これをやるた

めにどういったものまでを類似事業と見るのか

ということです。お客さんを集める力とか教育

力とか、実際同じようなことをやったというこ

とで、ひなもり台みたいな施設を管理すること

を類似というのか、ここらは難しいと思うんで

す。これらを応募しようとする人たちがどう解

釈して、そのことがまた評価としてポイントに

最終的にどうはね返ってくるのか、ここは例外

的に36点配点ですけど、ほかのは40点ぐらいの

配点ですね。その中でこの類似をどう見て、そ

こにどう点数配分していくかとか。今の福田委

員の質疑なんかも、応募していくサイドからの

解釈に大きな意味を持つんじゃないかと思うん

ですけど、具体的には類似ということはどうい

うことですか。

○福満みやざきの森林づくり室長 16ページは
も り

ひなもり台県民ふれあいの森の例でございます

けれども、これは森林・林業教育、あるいはレ

クリエーション等の目的を持った施設でござい

ます。この施設の利用目的を達成するために必

要な、例えば森林環境教育とかレクリエーショ

ン事業が過去に実績としてあるかを評価してい

るところでございます。それと、ひなもり台に

つきましては宿泊施設を伴っておりますので、

団体としてはオートキャンプ場の運営ができる、

宿泊施設の運営が可能な旅館営業許可等が必要

になりますので、そういった要件を備えている

かなどを評価するということでございます。

○坂口委員 なかなか難しいことだと思うんで

す。事業者そのものがそういったものを持って

いるのか、それともそういった人材を持ってい

て、過去、県外においてこういったことをマネ

ジャー的な立場でやっていましたとか、そうい

う人間を持っているから全般わかっていますと

か、ここらが本当に求めるものに一番近づくよ
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うな形での実績評価をやっていかないと、これ

は言うのは簡単だけど難しいことだと思うんで

す。

引き続いてですけど、そこで、この項だけが36

と14の配点になっているんです。経費の縮減と

今の項とが。ほかのところは全部、経費10点、

確認40点配分ですけど、これは何か特に理由が

あるんですか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 経費の
も り

縮減等がほかの施設が10点に対して14点と、

ちょっと高うございます。これについては、ひ

なもり台のキャンプ場が宿泊料とかキャンプ場

の利用料とかいうことで利用料収入を大分見込

んでおるものですから、そういったところで経

費の縮減等に一定の配慮がなされているかどう

かを見る必要があるということで、若干重点配

分ということでしております。

○坂口委員 あとは考え方なんでしょうけれど

も、問題は、そこで足りなくなった４点をどこ

から持ってくるかですよね。この場合は、本当

にやれるのという確認のための項目のところに

４点そのものが来て、40点がほかのに比べて４

点少なくなっているけど、それぞれから１点ず

つ引いていくとか、収入に伴う事業のセットだ

ということでこの項が高くなったというのはわ

かるけど、36点に40点、それを確認するための

能力を見るところだけから持ってこられたら、

１回、３年なり試行してみて、今後そこらを改

善していく余地がまだあるのかなという感じが

したものですから、これはお願いにしておきま

す。

もう一ついいですか。さっきの事務移譲のと

ころの９ページです。改正の部分で、具体的に

はヤマドリの卵と鳥そのものの捕獲の許可を椎

葉村ということだったんですけど、椎葉村だけ

追加になったのはどういった理由からなんです

か。

○森自然環境課長 今回、要望を全市町村にお

とりしまして、椎葉村はヤマドリの捕獲につい

ての許可事務を手を挙げられてきたという経緯

でございます。

○坂口委員 ヤマドリの許可で、具体的になる

んですけど、コシジロヤマドリも含めたヤマド

リになるんですか。そこらはどんなになるんで

すか。

○森自然環境課長 コシジロヤマドリは捕獲禁

止でございますので、ヤマドリのみということ

になります。

○坂口委員 それならちょっと安心ですけど、

ここからそこまで出ていいかどうかですけど、

問題はコシジロヤマドリですよね。あれも増殖

対策として、一つには、卵を捕獲して、それを

ふ化させて放鳥するというようなことでの増鳥

対策は、県はまだやっているんですか。

○森自然環境課長 実際やっております。しば

らくお待ちください。

コシジロヤマドリは昭和39年に県鳥として指

定されておるんですけれども、平成18年ぐらい

から採卵して、それをふ化させて順次飼育をし

てきているところですが、途中で水害に遭った

りしてひなが流されたり、気性の強い鳥らしく

て、非常にけんかをするというようなことで、

順次生育はしているんですけれども、高岡産の

コシジロヤマドリとえびの産のコシジロヤマド

リ双方ございまして、現在までに約53羽繁殖を

してきております。

○坂口委員 それは飼養しているのからの増殖

方法。それとタヌキとか動物に卵をやられると

いうことで、その卵を保護して安全に、ウミガ

メの卵みたいなものですけど、そういった対応
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もされているんじゃなかったですか。ヤマドリ

の増鳥対策を正式に県は県の鳥として始めまし

たよね。その中の一つにそういうこともやって

いるんじゃなかったですか。ハンターにお願い

して、その確認したら個体数を把握するとか、

卵を捕獲して安全にふ化させると。

○森自然環境課長 ハンターの方々に毎年、出

会い調査というようなことで、コシジロヤマド

リをどこで、いつ、どんなふうに見たかという

のを狩猟の期間中にデータをいただいておりま

す。それとは別に、御質問にありました卵のふ

化については、現在、先ほど申しました53羽を

飼育している以外には、特段、日ごろから卵を

捕獲してというのはしておりません。

○坂口委員 通常では卵の移動とか捕獲はでき

ないんでしょうけど、コシジロヤマドリが県の

鳥でありながら幻の鳥と、県の鳥を県民が見た

こともないような鳥だということで、これを何

とかしなきゃと、これは大切なことだと思うん

です。それでその事業に取り組まれたわけです

けど、その中で、一つにはテリトリーを持って

なかなかつがいにならないということですね。

それと、経験則としてヤマドリの卵をどうやっ

てふ化してえづけして成長させていくかという

経験がなかったということ。まずはそれを取り

組むために、基礎的に、どこに何羽いるのかも

わからないというようなことで、出会い確認の

報告とかお願いされたときに、ふえない理由の

一つに、テリトリーと同時に、ふ化前に卵をタ

ヌキとかキツネといった動物にやられる。そこ

までわかっていて、それを何とか保護したいと

いう考えを県が持ったところまでは間違いなく

あるんです。その先に、今言われたように卵の

捕獲です。どうやって捕獲の許可を出して、だ

れが集めるかということも検討すべきじゃない

かと思うんです。

○森自然環境課長 おっしゃるとおりコシジロ

ヤマドリは県鳥でございますので、これを繁殖

させていくことが重要だと思っております。平

成21年度にコシジロヤマドリの生息調査を委託

して実施しているわけですが、これは先ほども

お話がありましたように日本野鳥の会からの目

撃情報とか、ロードセンサス法よりまして林業

関係者とか狩猟者、登山者の方からの聞き取り

調査を日本野鳥の会に委託してお願いしている

ところですが、この結果でいきますと、平成21

年度の調査では、主に県南部を中心に１万600羽

ぐらいいると。出会いですので完璧に生息があ

るというわけではございませんが、そのぐらい

の数値は確保されていると。あとは、テリトリー

が非常に強い鳥でございますのでなかなかつが

いにならないとか、イタチやタヌキ、キツネな

どの捕食動物からやられているという状況も報

告されているところでございます。今後、卵の

件につきましては、今現在繁殖させているもの

の放鳥も含めて検討していきたいと思っており

ます。

○坂口委員 ぜひお願いしたいです。コシジロ

ヤマドリがなぜ県の鳥になったんだろうかとい

うところあたり、亜種でもありますし、生息が

限られている、地域も個体数も。とにかく県の

鳥には間違いないし、これは何とかやっていか

にゃいかん。最初これを増鳥していこうと思い

切られたというのも大きかったと思うんです。

というのが、一つには、亜種で人の目につかな

い鳥だものだから、いろんな経験、知識を持っ

ている人が日本国内にいなかったんです。たし

か京都に高齢の方が１人おられて、その人を最

初は頼ったと思うんです。いろんなノウハウと

か知識をもらうのに。多分、大分高齢だったか
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らですね。これはぜひ、卵の今の許可の出し方

から、学術的なものなら、こういった経験持っ

ている人には出しますよというところから始め

て、出会いでヤマドリの卵があったら、食べら

れる前にそれを捕獲して保護してでもやるとか

いうところ、ヤマドリの卵の許可を出すと聞い

たものですから、ぜひそれもまた検討に加えて

いただけるとということで終わります。

○押川委員 先ほどの指定管理者に関連するん

ですが、14ページの川南遊学の森です。２回目

ということでありますけれども、２団体という

ことでありますが、もう１団体の方は前回と同

じ団体の方が応募されたのかどうかお聞きした

いと思います。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 川南遊
も り

学の森についての応募団体２団体でございます

けれども、今、指定候補者となっている社団法

人宮崎県緑化推進機構と、もう１団体は、先ほ

ど美郷町の県民ふれあいの施設に応募した団体、

特定ＮＰＯ法人リバーシブル日向の２団体でご

ざいます。

○押川委員 前回も同じ方ですか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 前回は
も り

１団体だけでございます。

○押川委員 先ほど福田委員からも出たんです

が、せっかくこういう指定管理者制度の中で、

いろんな方が応募されることが期待されるとい

うことが我々もいいんではないかというふうに

実は思っておりました。だから聞かせていただ

きました。

それから、候補者選定委員会でありますが、

委員の皆さん方は前回も今回も同じ方々なんで

しょうか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 前回と
も り

メンバーが全く一緒ではございません。遠山委

員長と髙木准教授は一緒でございますけれども、

岩倉委員につきましては、今回新たに追加して

おります。あとの２名は行政の委員でございま

すので、一緒ではございません。

○押川委員 わかりました。ありがとうござい

ます。

それから、５ページの放射能測定調査事業で

ありますけれども、今回、３・11の地震・津波、

それで福島県を中心としたセシウム関係いろい

ろ被害が出ておりまして、特に農畜産物関係も

いろいろと報道がある中で、県内においても今

までモニタリングポストとか少なかったわけで

ありますけれども、今回の補正で４になる、あ

るいは５になる、２になるというようなことで、

それぞれ県内の空気中の環境調査をしていただ

けるということでありがたいことであります。

そういう中で、特にゲルマニウム半導体は固定

ということで２台になるわけですか。これは水

道水とかをそこに持っていって検査をして、そ

のことをフィードバックするという形のシステ

ムにするわけですか。

○橋本環境管理課長 ただいま委員おっしゃい

ましたとおり、ゲルマニウム半導体検出器につ

きましては、現在、文部科学省の指示に従いま

して、毎日、降下物、水道水等の測定を行って

おります。それから、これまで行いましたもの

は、それ以外に牛乳、お茶、土壌等でございま

す。今後予定しておりますのが野菜でございま

す。あくまでもこれは文部科学省の指示に従っ

て測定いたします品目、時期、回数等が定めら

れているということでございます。

○押川委員 そのことを検査されて、各市町村

あたりにはどういった形の中で連絡なり、そう

いうのはないんですか。

○橋本環境管理課長 ただいま御説明いたしま
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した降下物や水等の測定結果につきましては、

国に報告をするということになっておりまして、

それ以外には、県のホームページで測定結果が

出次第公開をすることとしております。市町村

にも結果につきましてはそのたびにお送りをし

ているところでございます。

○押川委員 ありがとうございます。せっかく

ですから、国に報告する部分と、県の調査結果

ですから、ホームページ、並びに数値の高いと

ころあたりは市町村あたりに連絡するような形

の中でお願いをしておきたいと思います。

○橋本環境管理課長 これまでも結果が出るた

びに市町村にはメールでお送りしておりますが、

今後も引き続きそれを続けていきたいと考えて

おります。

○岩下委員 17ページ、議案第22号のひなもり

台の件についてですけど、オートキャンプ場と

かいろいろされておるんですけれども、入場者

数と使用料の額を教えてください。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 オート
も り

キャンプ場としましては、バンガロー、オート

キャンプのテントサイト、それから一般のテン

トサイトといったことで利用できる施設が決め

られております。

利用料金につきましては、しばらくお待ちい

ただきたいと思います。済みません。

○岩下委員 オートキャンプだからキャンピン

グカーで来られる方もおられると思うんですが、

何台ぐらい。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 その数
も り

値についても少々お時間をいただきたいと思い

ます。済みません。

○中野委員 今のひなもり台、指定管理者に出

す前、年間7,000万～8,000万の補助金を出して

おったと思うんです。あの施設丸々一緒という

ことでいいんですか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 委員御
も り

指摘のように8,000万程度の全体の予算であった

かと思います。同じ施設だと思います。

先ほどの利用料金ですけれども、オートキャ

ンプ場の宿泊料ということで、キャビンがＡ、

Ｂ、Ｃ３つタイプがございます。Ａが１万4,500

円、キャビンＢが１万200円以下、キャビンＣ

が6,700円以下、それからトレーラーハウスも備

えておりますけれども、これが１万3,900円以下、

それから個別のテントサイトが5,100円以下、グ

ループで利用する場合は１万200円以下とか、サ

イトによって値段が決められております。これ

は上限ということで県の基準で決めております。

○岩下委員 内訳は聞かせていただきましたけ

れども、年間の使用料、売り上げ。それと、売

上金、収益金は県のほうに行くんですか、管理

者のほうに行くんですか、その点もお願いしま

す。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 17ペー
も り

ジに指定管理料の額が書いてございます。単年

度2,670万からですけれども、この額については

施設の維持等にかかる経費ということで、県か

ら委託料として支払う分でございます。それと

別途、利用料金につきましては、22年度の実績

で申し上げますと1,500万余あるんですけれど

も、それにつきましては基本的には指定管理者

が収入にするということで、この中で運営をし

ていくことになります。ただし、県のほうで積

算している中で利用料の基準を設けておりまし

て、その利用料をかなり上回る収益があった場

合は、県と指定管理者とで折半するという取り

決めになってございます。

先ほどの岩下委員の御質問の中でキャンピン

グカーのサイトはどのぐらいかということでご
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ざいました。これは６サイト準備してございま

す。

○岩下委員 それで年間何台ぐらい来るのか、

何台利用しているかということです。オートキャ

ンプ、かなり車がふえておるような状況ですけ

れども、これからの観光のニーズにもなるんじゃ

ないかということで、ひなもり台で１年間に何

台ぐらい来るかお聞きしたい。突然で済みませ

ん。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 この施
も り

設の利用状況で、利用者数としては、22年度で

６万2,000人といったデータはあるんですけれど

も、今のオートキャンプの利用の台数は、ここ

には持ち合わせておりません。申しわけござい

ません。

○岩下委員 突然だったので申しわけありませ

ん。またわかりましたら教えてください。あり

がとうございました。

○新見委員 環境管理課長にお尋ねしたいんで

すが、今回、放射能測定機器が７台増設されま

すけれども、今までは衛生環境研究所で４台の

機器を使って調査をされていたわけですが、福

島の原発事故以降、この４台の機器を使って、

それ以前とそれ以後では、仕事の量的にいろん

な調査項目がふえたりしたんでしょうか。衛生

環境研究所における仕事の量。

○橋本環境管理課長 文部科学省の委託調査に

つきましては、原子力発電所の事故前につきま

しては、例えば降下物につきましては１カ月分

をはかりましてそれを報告する。水道水につき

ましても１カ月に１回はかるという形で行って

おりました。福島原発事故以降につきましては、

降下物は、毎日はかりますものと１カ月分はか

りますものと２つ受け皿を設置いたしまして、

一つのほうは１カ月分をこれまでどおりはかり

ます。もう一つは、毎日分をとってそれをはかっ

て報告することにしております。水道水につき

ましても毎日はかるということで、その部分に

つきましては業務量がふえたということでござ

います。

つけ加えまして、それ以外のモニタリングポ

ストが固定式ということでございますが、これ

は衛生環境研究所の屋上に設置されているもの

でございます。各都道府県ともモニタリングポ

ストの配置の位置というのはそれぞれでござい

まして、高いところにあるものもあれば低いと

ころに設置しているところもあるということで、

各都道府県ごとの放射線量レベルを比較すると

いう意味では、高さが違うということでは一様

の比較ができないということもございまして、

これも文科省の指示によるものでございますが、

地上から１メートルの高さで各都道府県ともは

かりなさいという指示がございました。それに

よりまして、サーベイメータ、移動式の計測器

で毎日10時に１メートルの高さではかるという

ことをやっております。それらの業務が新たに

追加された業務ということになります。

○新見委員 今言われたサーベイメータ、衛生

環境研究所に新たに可搬式が３台追加になるわ

けですね。３台可搬式が追加になることによる

職員の勤務、過重な仕事になるんじゃないかと

思うんですが。

○橋本環境管理課長 新たに追加される測定機

器によってどのような測定をするのかにつきま

しては、まだ文部科学省のほうから正式に指示

が来ておりませんので、業務量がどのように変

化するかということについては、現段階ではわ

からないということでございます。

○新見委員 これは全額国庫負担で宮崎県に７

台新たに配置されるわけですけれども、各県に
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配置される基準はどんなふうになっているんで

しょうか。

○橋本環境管理課長 今回の放射能測定に対す

る強化につきましては、国の２次補正において

行われるものでございますが、モニタリングポ

ストで申しますと、国全体で250基が追加配備さ

れることになっております。この250基をどのよ

うに配置するかにつきましては国のほうで方針

を定めているところでございますが、まず、最

も強化されるところといたしましては、原子力

発電所等の施設に近い地域には重点的に配備を

されるということでございます。それ以外の地

域につきましては、均等割と申しますか、人口

と広さ等に応じて配置されるということでござ

いまして、本県にはモニタリングポストでいけ

ば３台の配置でございます。この３台を本県に

おいてどのように配置をするかにつきましても

国の考え方が示されておりまして、まず最低１

台は原発施設から距離の近いところに設置する

ということになっております。それ以外につき

ましては、子供の健康を最優先するということ

で、人が集まるところに配置をする、そのよう

な方針が出ております。それに従いまして、今

回本県では、近いところということで小林保健

所、都城保健所、延岡保健所、これらにつきま

しては人口も多いということで３カ所を決めた

ところでございます。

○二見副委員長 13ページの条例の一部を改正

する件についてですけれども、⑤の勧告に従わ

なかった事業者の公表の新規の部分ですが、計

画書の未提出などの不履行に対する勧告を受け

た者が、それに従わなかった場合に、意見を述

べる機会を設けた上で、インターネット等によ

りその旨を公表するというのはよくわからな

かったんですけれども、意見を述べる機会を設

けるとは、どういったようにそれを設置される

のかお伺いしたいんですが。

○山内環境森林課長 勧告に従わなかった事業

者の公表については、資料の④指導・助言及び

勧告というふうにしておりますけれども、具体

的な運用としましては、まず指導もしくは助言

をする。そして考慮しないと勧告になりますけ

どというような形をして、勧告を実際して従わ

なかった場合には、その理由をお尋ねをし、理

由のいかんによっては、公表の有無はまたそこ

で判断をすることになろうかと思っております。

手順を踏んで順次やっていきたいと考えていま

す。以上です。

○二見副委員長 ということは、公表するかし

ないかは、聞き取りの内容次第によってその都

度検討されるということでよろしいでしょうか。

○山内環境森林課長 あくまでも現在では想定

でございますけれども、ケース・バイ・ケース

というのはある程度は考慮する必要があるとい

うふうに考えております。

○二見副委員長 その判断については、担当の

課でされるのか、専門の人を置かれるのか、ど

のように考えていらっしゃるんでしょうか。

○山内環境森林課長 基本的には、事情をいろ

いろお尋ねして、最終的には県のほうで判断を

するというふうに考えております。

○二見副委員長 後は、先ほどの指定管理者の

件ですけれども、ひなもり台については第２期

目に入っているということですが、残りの３件

についても第２期目に入っているということで

すか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 ひなも
も り

り台が今２期目ということで、川南遊学の森が

１期目で、それ以外の３施設は２期目でござい

ます。
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○二見副委員長 先ほどからいろいろとお話が

ありまして、できるだけたくさんの応募団体が

来るほうがいいと、できるだけいい経営をして

もらえるところになってもらうのがいいという

話もあるんですけれども、反面考えないといけ

ないのは、実際指定管理をしていらっしゃる団

体が次の期もできるかどうか非常に不安なとこ

ろだと思うんです。今回、指定管理の審査結果

が継続という形に４件ともなっていますけれど

も、もしこれが継続できなかった場合、その団

体は指定管理者から外されてしまう。そうなる

と、団体が何とか運営を頑張って利益を出しま

した。その利益を施設等に投資をしようと考え

たとしても、次の更新のときに自分たちが継続

できないのであれば、その投資した分は次の管

理者の利益といいますか、活用していくことに

なっていくわけですね。指定管理を受けている

方々というのは、一生懸命頑張って経営をよく

していっていただかないといけないし、なおか

つ施設等をよりよくしていってもらえるように

考えてもらわないといけないんですけれども、

更新があることによってハード面に対する設備

投資とかが難しいんじゃないかと思うんです。

そこのところについては県としてはどのように

お考えなのか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 施設の
も り

維持管理等は県が行うというのが原則でござい

ます。金額等にもよると思いますけれども、施

設の有効活用という形での施設の改善等につい

ては、その都度協議していくことになっており

ます。

○二見副委員長 協議するということは、県も

その分に対して委託料を出すとかそういう話に

なるということですか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 基本的
も り

には、施設自体のハード面の大きな部分になる

場合は、県で維持補修等は行っております。金

額等が関係するとは思うんですけれども、根幹

にかかわらない部分については、その都度協議

して決めることになると思いますが、原則とし

て施設の維持管理あるいは増設等については県

が行うことになりますので、その協議を経た上

で、県が予算に計上してやるかどうかというこ

とになろうかと思っております。

○田口委員長 次に、その他の報告事項に関す

る説明を求めます。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 それで
も り

は、Ⅲその他の報告事項の１社団法人宮崎県林

業公社についてでございます。説明は、別冊の

資料１「林業公社のあり方に関する県方針（案）」

で御説明いたします。

さきの11月１日の常任委員会におきまして、

林業公社のあり方に関する県方針（案）の御説

明をさせていただいたところでございますが、

本日は、改善額を見込んだ今後の経営改善に向

けた取り組みについて御説明させていただきま

す。資料は、前回の委員会で御説明した案に改

善計画を加えたものでございます。本日は変更

となった点について御説明いたします。

12ページをお開きください。６の林業公社の

あり方に関する県方針（案）であります。公益

性や県財政負担の面など総合的に判断し、公社

を存続させることとしておりますが、そのため

には、（１）にありますように、公社自身の経営

努力による収入増と金利節減対策を検討してお

ります。①には林業公社自身の経営努力を挙げ

ておりますが、このうち右の13ページの下線の

追加分オをごらんください。前回の常任委員会

での御意見を踏まえまして、主伐時のコスト縮

減のための作業路開設に伴う分収割合の見直し
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につきまして、土地所有者の同意を得た上で分

収割合を見直し、収入の増につなげていくとい

うことを追加してございます。

次に、下のほうの（２）であります。これま

では「県の支援」とだけしておりましたが、市

町村との協議結果を踏まえまして、「県及び市町

村の支援」と変更いたしております。県は、林

業公社自身の経営努力や利息の軽減などの経営

改善の取り組みについて指導・監督を行い、そ

の上でなお公社の資金が不足する分については、

県は貸付金による支援を行うとともに、社員で

ある12市町村に対しても貸付金による支援を要

請することとしたところであります。

具体的な改善計画につきまして、次の14ペー

ジをごらんください。表―９は林業公社の収支

不足を解消するための改善計画であります。一

番上の行「現計画における単年度毎の資金不足

額（Ｘ）」につきまして、その下の網かけ１の「林

業公社自身の経営努力（Ａ）」、中ほどの２「利

息の軽減（Ｂ）」、３の「県及び市町村の支援

（Ｃ）」によりまして改善し、表の下から２つ目

の枠で囲んでおります「改善計画における年度

末資金残高」が１億5,000万円確保できるように

しております。

具体的な改善計画についてでありますが、ま

ず、一番上の網かけ（Ａ）の林業公社自身の経

営努力から御説明いたします。（１）は、保育間

伐を終了した人工林を対象に一定の間隔で列状

に伐採する方法で、搬出作業コストを抑え、右

の計のように29年度までに3,300万円余の改善を

見込んでおります。

（２）は、46年生以上の人工林を対象に帯状

に伐採し、伐採跡地に植栽する方法で、伐採経

費も補助金の対象になることから、通常の主伐

より多くの収入が得られ、また伐採した後には

植栽し、最終的には公益性の高い複層林が造成

されるもので、１億2,000万円余を改善するもの

です。

（３）は、土地所有者の同意を得た上で分収

割合を見直し、計700万円余の改善を見込んでい

ます。

（４）は、補助の対象となる利用間伐時に先

行的に作業路を開設することで、主伐時の搬出

コストが削減され、主伐時に条件有利地として

高値の販売が見込まれます。これについては補

助金の適化法上、間伐時の作業路開設後10年は

主伐ができないため、平成29年度までの収入増

は見込めませんが、長期的な改善項目として、

おおむね平成35年度以降は改善効果が出るもの

と見込んでおります。

（５）は、上の（４）と同様に、平成35年度

以降に改善効果が出ると見込んでおります。

（６）は、間伐材を原木市場を経由せず山元

から製材工場に直接販売する方式であり、市場

経費等の削減により29年度までに2,600万円余を

改善するものであります。

（７）は、これまで売り上げ収入から差し引

く必要経費は、収穫調査に要する賃金や旅費等

の直接経費のみでありましたが、今後は事務処

理等の間接経費も加えることとし、1,600万円余

の改善を見込んでおります。

（Ａ）の最後の（８）は、立地条件がよく、

平均的な箇所よりも収益性の高い分収林の先行

伐採などによりまして、６年間で１億600万円の

改善を図るもので、（１）から（８）まで、上の

網かけにありますように、公社自身の経営努力

によりまして３億1,000万円余の改善を見込んで

おります。

次に、真ん中の網かけ、２の利息の軽減であ

ります。（１）の利率の減免の実施ですが、これ
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については表の下の米印１をごらんください。

市中銀行との協議を行いました結果、利率の減

免については、金利1.95％以上の借入金の利率

について1.6～1.8％に引き下げを行っていただ

けるとの回答をいただいたところであり、その

率で積算しております。なお、この引き下げ後

の利率は、あくまでも現時点での見込みであり

ます。引き下げを実行する時点での長期プライ

ムレートにより変動する可能性があります。ま

た、日本政策金融公庫につきましては、財政投

融資からの調達金利と同率で貸し付けていると

の事情から、単なる金利引き下げはできないと

のことであります。

このため、表の（２）繰り上げ償還の実施に

おきまして、日本政策金融公庫の低金利の利用

間伐推進資金を活用して、これまでの借入金の

うち金利の高い借入金を繰り上げ償還するなど

の対策を講じることとしておりまして、そのこ

とによりまして、表の右の計にありますように、

利率の減免で3,700万円余、繰り上げ償還で5,000

万円余、計8,700万円余の改善を見込んでおりま

す。

以上の（Ａ）の３億1,000万円、（Ｂ）の8,700

万円、２つの取り組みによりまして、６年間で

約４億円の改善効果が期待できると考えており

ます。

しかし、表の右、計の一番下の網かけにあり

ますように、なお９億8,000万円余が不足してお

りますが、市町村から４億9,200万円を支援いた

だける方向でありますことから、なお不足する

４億9,300万円余について県からの貸付金をお願

いしたいと考えております。

なお、表の下の米印２にありますとおり、県

及び市町村の支援につきましては、県議会や市

町村議会において予算案の議決を要するもので

あります。また、市町村に対しましては、これ

まで市町村担当課長会議を２度開催するととも

に、12市町村長に直接お願いに上がったところ、

すべての市町村長から、「貸付金については、予

算案に計上し議会に提案する方向である」との

御回答をいただいているところであります。

16ページ以降につきましては附属資料を添付

しておりますが、変更となった点につきまして

御説明いたします。

20ページをお開きください。ここの下の部分

ですけれども、前回の常任委員会での御意見を

踏まえまして、下の７の他県との比較について、

表の下のほうにあります「借入金残高」等を追

加してございます。また、下の枠には素材生産

量と素材生産経費を記載しておりますが、本県

の林業・木材産業の優位性がおわかりいただけ

ると思っております。

次に、23～24ページをお開きください。下か

ら２枚目の表でございます。年度別の経営改善

額と経営改善後の長期借入金残高の推移でござ

います。左の表は、左から２列目の年度ごとに

「現計画における単年度収支差」から、右のほ

うに向かって「現計画における累積収支」、そし

て「経営改善額」として「公社自身の経営努力」

「利息の軽減」「県及び市町村の支援」と区分し

ておりまして、太線枠で囲んだ部分は、先ほど14

～15ページで御説明した内容となっております。

右の表につきましては、経営改善を行った場合

の県、公庫、市中銀行、市町村の借入金の残高

をそれぞれ年度別に試算をしております。

なお、表の下の米印にありますように、平成30

年度以降の公社自身の経営努力に伴う改善額の

うち、「列状間伐の実施」「主伐時のコスト縮減

のための作業路開設に伴う分収割合の見直し」

「計画に沿った収入の確保」については、現段
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階では改善額を算定できないため算入しており

ません。

一番右端の県貸し付けと損失補償をした貸付

残高の平成29年度末の計は、現在の計でござい

ます339億円から334億円余まで減少すると見込

んでございます。

なお、参考までに、平成80年度まで試算しま

すと、長期借入金の残高は、表の最下段にあり

ますように127億8,414万6,000円と見込んでおり

ます。

説明は以上でございます。

○田口委員長 その他の報告事項に関する執行

部の説明が終了いたしました。

その他の報告事項についての質疑はありませ

んか。

○福田委員 大変努力をされて資料ができてい

るわけでありますが、例えば金利の減免等につ

いても、現行のものからすると下がっているん

ですが、引き下げの積算の基礎が1.6～1.8％は

高いと感じます。実は最近、経済誌に、業種は

違いますが、同じ公社であります神戸市の土地

開発公社の破産整理といいますか、法的整理の

事例が掲載されております。かなり大きく書い

てございました。内容を見ますと、私どもの林

業公社と金額も似通った金額でございまして、

それからもう一つ、ポイントである県の損失補

償でありますが、これも市の損失補償でついて

おりまして、今、高裁までです。１次判決、地

裁では金融機関の負け。高裁では金融機関がま

た盛り返して、金融機関サイドに分があって損

失補償の適用を受けるということが出ているん

です、逆転判決で。さらにまた最高裁まで行く

と思いますが。そうなりますと、こういう事例

から全国の公社のいろんな整理が始まってくる

のではなかろうかという識者のコメント等も

載っておりました。でありますから、必ずしも

県の損失補償が金融機関にとってにしきの御旗

ではない、こういうふうに私はあの記事を読ま

せていただいたんですが、それから考えますと、

元本に傷がつかずに、さらに通常の金利がいた

だけるということだったら、金融機関としては

大変おいしいお客であるわけですね。でありま

すから、もう少しこの辺も粘られる必要がある

と考えております。

それと、県は無利息になっていますから、そ

の辺は全く金利ではカウントされていないんで

すか。その２点をお聞きします。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 委員か
も り

ら神戸市の事例での損失補償等のお話があった

かと思います。委員のお話にありましたのは高

裁まで出ているということでございましたけれ

ども、これにつきましては最高裁の判決が10月

に出ておりまして、損失補償が有効ということ

で、債務補償とは違うというような判断が下さ

れております。そこで、損失補償については今

の段階では有効性について司法の判断がおりて

いるところでございます。

それと、1.6～1.8％という金利がまだ足りな

いというような御指摘もあったかと思いますけ

れども、現在の長期プライムレート等で各金融

機関もいろいろと御努力いただいた中では、金

利の減免を実行するときに判断することになり

ますけれども、今のところということで、割と

厳し目の率で見ているところでございます。

もう一点、県の無利子貸付部分についての改

善額は見込んでいるのかというような御質問か

と思いますけれども、これについては改善額と

しては見込んでおりません。無利子としての実

行を想定しておりまして、改善額としては見込

んでいないところでございます。
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○福田委員 最高裁の判決が出たらそれでいい

と思います。その記事はその前提に向けて書い

てあると思いますが、あくまでも専門誌の記事

ですから、有識者の見方としては、必ずしも損

失補償が100％受けられるかどうかというのは、

整理する時点の経済情勢や社会情勢によって大

きく変わってくるだろうと。融資した金融機関

も無傷では済まんだろうということですから、

元本はしっかりお返ししますよと、金利も減免

はしてもらうがお支払いしますよということで

ありますから、もう少し粘り強く交渉される必

要があると考えております。存続を前提でこう

いう計画を組まれておるわけでありますから、

でなければ少々無理があるのかなと思います。

それから一番大事な分収割合の本体、これに

対しての働きかけ、さらに基本的な分収割合、

これをされないことには、そう大きな改善にな

らないと思うんです。さらに、この分収割合に

ついて、林業公社の現状を契約の相手方に理解

をいただいて改善することが、存続につながっ

ていくんではないだろうか。皆さん方があくま

でも存続という考えで、本会議場でのうちの中

野議員にも答えておられましたが、知事初めで

すね。きょうの朝日新聞の論調では17年までの

存続になっていましたがですね。そういうドラ

スチックな組織の改編を望む者はいないんです

が、存続が県民の負担にならないような対策を

考えていく、これが大事ではなかろうかという

ことを、本会議の論戦や皆さん方の資料づくり

から考えました。お答えはあえて求めませんが、

さらなる努力をお願いしておきたいと思います。

○押川委員 改善されるということで、計画は

見せていただいて、なるほど努力されるという

ことはわかるわけでありますけれども、この中

で、間伐をされて主伐との関係の中での売り上

げが計画であるわけでありますけれども、24～28

年度は主伐と間伐を合わせて４億2,200万ぐらい

ですか、主伐が１億7,268万8,000円、間伐で２

億4,952万9,000円ということですよね。これは

主伐は何年を……。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 主伐に
も り

つきましては、標準伐期で杉が35年となってお

りますので、それを上回る期間で設定しており

ます。大体40年ぐらいが多いんですけれども、16

年度からの抜本改革によりまして、長伐期に移

行して施業転換資金という有利な低利の資金に

借りかえた経緯がございますので、大半を長伐

期ということで、60～70年程度の伐期に順次延

長をしていっているということになりますので、

押しなべて言いますと35年から60年、70年ぐら

いまでの伐期になろうかと思っております。

○押川委員 そこで、長伐期に対するいろんな

意見が実は出てきています。というのが、大径

材38センチ以上は、高さが25～26メーターとす

ると、下の部分が40ぐらいあれば、この２～３

メーター部分が使えないと、これは機械もかま

ないということで、逆に立方当たり値段が下がっ

てきているんです、長伐期にすることによって。

御存じですか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 県内の
も り

製材工場等の容量と申しますか能力、そういっ

たところで聞いておりますけれども、量産工場

で12工場は大径材をひいている工場がある。中

小の工場でもひいているということで、一定の

大径材をひく機械はあるんですけれども、今の

ところ全体では大径材の割合が20％程度となっ

ておりますので、まだまだ少ないということで、

需要と供給の関係で木材価格の単価まで上がる

ところまで行っていないのかなと思っておりま

す。ただし、大径材になりましても、元玉の根
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元のほうは大きいわけですけれども、２番玉、

３番玉は中目等々がとれるということになりま

すので、長伐期すべてで大径材が出てくるとい

うわけではないと思っております。

それと、長伐期化する、大径材化するという

ことで材積の増加はございますので、今回の試

算に当たりましては、大径材になるから単価を

上増すということではなくて、径級、長さで評

価をしておりますので、材積は増すということ

でそういった試算をしておりますので、過度に

大径材を高く見ているようなことにはなってい

ないと思っております。

○押川委員 今言いましたとおり、例えば樹高28

メーターとすると、もとのほうが54センチとし

た場合、立方当たりが6,857円、その上にありま

すＢあたりが立方当たりが9,850円、Ｃになって

くると１万2,360円というような形の中で、長伐

期することによって大径で大きくすることに

よって、県は高く売って収益を上げてというこ

とでの計画だろうと思うんですが、今言うよう

に、大きくなってくると、県内でそれを取り扱

う機械なり施設というのはあるんですか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 先ほど
も り

もお話しした中にありましたけれども、１万立

米以上の製材工場の中では12工場ぐらいが大径

材もひいて10数万立米ぐらいは原木消費をして

いるということになります。全体で22～23万立

米大径材、30センチ以上の丸太が出ております

ので、あとは中小の工場によって消費されてい

るというふうに理解しております。

○田口委員長 12時になったんですが、まだ質

問はあるでしょう。

しばらく休憩いたします。１時に再開いたし

ます。

午前11時59分休憩

午後１時０分再開

○田口委員長 それでは、委員会を再開します。

引き続き、質疑をお受けいたします。

○押川委員 午前中、課長のほうからもお考え

は聞いたところでありますが、価格のやりとり

の中で、長伐期も考えながらということでの理

解の中、循環をどうするかということも大事だ

ろうと思うんです。適齢伐期というのが40年ぐ

らいだろうと思いますから、そういうのも基本

の中に置きながら、分収相手方と、十分そこら

あたりも理解をしていただきながら、循環、そ

して回転をするということも、長伐期にするこ

とで倍で売れれば別でありますけれども、何十

年か先のことはわかりませんから、そこらあた

りも臨機応変に組み入れていただいてこの問題

に取り組んでいただきたいというふうにお願い

しておきたいと思います。

○中野委員 今回の29年度までですか、13ペー

ジを見ますと、「県は、林業公社自身の経営努力

や利息の軽減といった経営改善の取り組みにつ

いて、指導・監督を行う」、逆に言うと指導・監

督がまだまだ残っている話か、改善する余地が

あるのか。私が言いたいのは、県としてはこれ

以上は努力する方法はありませんよというとこ

ろまで１回やってみて、後は杉材とか価格の結

果次第しかありませんとか、そこまでせんと、

毎回毎回、「指導・監督を強める」とか「経営改

善を図っていきます」とか。もうやれるところ

はありませんよというところまで１回やるべき

だと思います。

何か表が見にくいんです。わからんようにわ

からんように、難しいように難しいように書い

てあるような気がするんだけど、14～15ページ

の表です。例えば主伐時の分収割合の見直し、
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これは今６対４ですよね。この６対４を見直す

ということでいいんですか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 （３）
も り

の帯状複層林施業の実施に伴う分収割合の見直

しでございましょうか。

○中野委員 （５）です。分収割合の見直し。

分収割合というのは、見直すんだったら、今、

土地を契約している分収林の地権者の人たちと

全体で一発見直しなのか。切るときだけ、その

人たちだけ見直す話なのか。その辺の意味がこ

の表を見ておってわからんのです。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 委員の
も り

お話にありました（５）の主伐時のというとこ

ろの分収割合の見直しにつきましては、作業路

を開設したことによって収益増をある程度見込

めると考えているところでございます。その分

については、前回の委員会のときに坂口委員の

ほうから、収益増が見込めるのであれば、分収

割合の見直しも帯状複層林施業の導入と同様に

検討したらどうかというような御提言がござい

ましたので、それを受けまして、６対４という

のが一般……基本ですけれども、この作業路開

設に伴って収益増が見込めるものについては分

収割合の見直しもやっていこうということでご

ざいます。

○中野委員 今、契約者が1,600人ぐらいだった

ですか、トータル的に６対４を見直すという話

じゃなくて、利益が見込めるところだけを見直

すということでいいんですか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 はい、
も り

そうなります。

○中野委員 それともう一つ、（７）の分収交付

金算定基礎の見直し、これは経費を何を入れる

かという話だけど、具体的には入っていない経

費を入れ込むという項目はもう決まっているん

ですか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 今のと
も り

ころ、収穫の処分に係るいろんな事務経費等間

接経費を入れようということで考えております。

○中野委員 この際はしっかりその辺を、でき

んものをできますとか言ってその場しのぎみた

いな形になるんだから、そこは具体的に、今始

まった話じゃないんで、できないものはできな

いで仕方がないわけで、そこをしっかり明示し

てください。前のときは分収契約６対４を全体

的に見直すとか、そういう話も書いてあったで

すよね。なかったですかね。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 16年度
も り

の抜本改革のときには、市町村有林について７

対３ぐらいまでなっていたんですけれども、そ

れを９対１まで見直すということに改正をして、

実行を22年度までに終えております。

○中野委員 今回は帯状複層林施業によって利

益が出る部分の見直し、何ぶ利益が出るという

限界が難しいですわね、1,000円の話か１万円の

話かで。そこら辺もしっかり計画を練って早目

に委員会に出してください。

日本政策金融公庫、これは利子はまからんと

いう話ですけど、借りかえ、一部返済とかはま

だ認めているわけですか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 日本政
も り

策金融公庫の場合、単純な金利引き下げはでき

ない、財政投融資の関係でできないんですけど、

伐採して対象物がなくなった森林については繰

り上げ償還を認めておりますので、その分につ

いては繰り上げ償還を見込んでおります。それ

と、日本政策金融公庫の利用間伐推進資金をう

まく活用しながら市中銀行の繰り上げ償還のほ

うにも活用するというようなことで、政策金融

公庫の活用をしております。
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○中野委員 私が聞きたいのは、日本政策金融

公庫は、金額によってずっと利息が違うじゃな

いですか、ああいう高いところは前倒しで返済

を認めてくれるかどうかというのを聞いている。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 任意繰
も り

り上げというのには応じてくれません。そこで、

先ほどのような主伐等をして対象物がなくなっ

た場合について認めていただいているというこ

とでございます。

○中野委員 とりあえず改善計画の中身を、何

を見直しするのか具体的に出してください。次

の委員会でもいいですから。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 今回お
も り

出ししました14～15ページの表には、例えば帯

状複層林が出ましたけれども、その実施により

ましてどの程度見込めるかということで、帯状

複層林を６年間で150ヘクタール導入するという

ことでの改善効果をこのように算出して、合わ

せて１億2,000万ほどと見込んでいるところでご

ざいます。

○中野委員 だから、そういうことをしっかり

書いて根拠を―こっちで計画を立てても、地

権者の同意がないと木も切られないという話が

あるでしょう。それはそれで計画でいいから、

もうちょっと具体的に、何を見直そうとしてい

るのかこれだけではわからんので、算定基礎の

見直しとか、１項目じゃないだろうし。今聞く

んじゃないですよ、それを出してくださいと言っ

ているわけです。

私は今聞いているんじゃない、今後、それを

委員会までに整理して出してくださいと言って

いる。何で中身を見らないかん。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 済みま
も り

せん。12ページと13ページに、数字等の根拠と

いうことでございます。

○中野委員 具体的に出してくださいと言って

いるから、出すとか出さんとかだけでいい。こ

れだけじゃわからんでしょう。どれだけ達成と

か、中身がどこまで詰めているのか。単なる計

画であるかもしらんし、こんな書き方では今ま

でと同じような書き方なんです。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 14～15
も り

ページに書いてある金額の根拠を示すというこ

とでよろしゅうございましょうか。

○中野委員 いいです。

○坂口委員 前の委員会の関連で出たものです

から。今答弁があったように、一つは、分収の

６対４が何とかならないかというのが大きい分

かれ目だけど、契約事項だから難しいでしょう

ということでの６対４、民間との見直しはです

ね。お金の絡む問題で、自分の取り分が減ると

いうことには同意しないよなというのが根拠だ

と思うんです。だから、今のままほうっておき

ます。林道もやりません。一切資金を投入しま

せん。そうしたときにあなたの取り分が幾らで

すと。今度は、徹底した路網を整備していきま

す。取り分がこれだけ上がりましたよ。だから

６対４を５対５に見直してもまだ得なんですよ

ということがあれば、見直してくれるかなと、

これは損得勘定でのですね。これにつなげてい

ただいたんですけど。

もう一つには、そもそも６対４の分収の割合

は、契約事項で６対４は守らなきゃいけないと

いうことですけれども、熊本の県境の山も６対

４でしょう。木城、西都の里山も６対４という

ことで、熊本の県境なんて、この事業が始まっ

たときは、「杉の木を１本持ち出してくれれば１

万あげるから、要る人は取りに来てくれ」とい

うぐらい言っても価値のなかった。極端に言っ

たらですね。そういうところと経済行為での割
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合が一律６対４で結んであるというのが一つの

不思議事なんです。これはそもそも６対４に決

めたという根拠は何ですか。極端に言ったら、

新宿の土地を借りるのと、うちの隣の大字何々

というような土地を借りるのと土地の値段一緒

で貸しますという契約みたいな気がするんです。

経済行為から見た６対４の契約のあり方という

のがですね。当時、林道もなかったはずですか

ら。それこそ、その山を植林しようと思ったら

ヘリコプターか何か飛ばして人と苗をおろさん

といかんようなところも、国道からぽっと入れ

ばそこは山ですよというところもあったと思う

んです。まず、なぜ６対４で一律決められたの

か。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 林業公
も り

社の分収造林が、拡大造林の組織的推進という

ことで、昭和33年の分収林特別措置法で推進す

るような法整備ができたわけです。その際に林

野庁のほうでも、新しい外部の資金を活用した

造林事業ということで、いろんな決まり事とい

うか基準を示してきたところでございます。そ

の際に、その当時の木材価格とか、先生おっしゃ

いました路網の状況とかも加味されながら、６

対４という大まかな基準も同時に示されており

ます。この分収造林自体が、奥地の森林所有者

が自力では造林が進めにくいところでの拡大造

林であったということもございますので、そう

いった条件を標準的なもので積算されたものと

思っております。

宮崎の場合には県行造林という形で先行して

実施していた例がございます。それが拡大造林

の大きな推進役となっていたわけですけれども、

それが６対４という形になっております。一山

ごとに条件も違います。成長も違いますし、林

内路網の状況も違いますので、一つ一つ積算し

てそれぞれに分収割合を見直すというのはなか

なか難しい。そして昭和42年に設立したときに

１万ヘクタールという大きな目標を持って始め

たわけですけれども、進めるに当たって、割合

的には地域差をつけるのが難しかったという事

情があったのではないかと思っております。

○坂口委員 今の説明が６対４の合理性があれ

ばどうしようもないことですけれども、そうい

う決め方というのが。一つ荒っぽいんじゃない

かなと。なかなか決めようがなかったと言われ

るけれども、ある程度の客観的な、９対１から

１対９ぐらいまでの升をつくってはめ込むぐら

いの整理はできたんじゃないかと思うんです。

でも、今の説明、当時としてはそれ以上の合理

的な方法はなかったから一律になったんだとい

うのが正しければ、これからどうしようもない

んですけれども。

一つは先ほどの、まず経済効果を高めたとこ

ろに、説得材料として６対４を変えていこうと、

これは原因者負担の逆の発想だと思うんです。

原因をつくった人が負担して復旧してください

というのと一緒で、我々が投資をして高めたん

です。だから、それは本来なら自分がすべてい

ただくはずの投資だけれども、契約上あなたと

分けることになっているから、損はさせない、

得はさせるけど、ちょっと見直してくれないか。

我々の努力と投資の効果というものは評価して

くれないかという一つの交渉材料での任意的な

見直しですよね。

もう一つには、６対４に合理性がなければ、

契約事項といえども、違法な契約とか、著しく

合理性を欠いた契約というのは法的に相談でき

ますよね。だから、それですべての人に６対４

という見直しをやれないか。これは裁判ですよ

ね。裁判によって、極めて合理性を欠く、県が



- 28 -

損する一方的な契約だということと、当時、そ

れは国からの指導で―でも、県行造林は先行

していて６対４があったという実績を持ってお

られるから、そこがちょっとどうかなと思うん

ですけれども、国が示した６対４に従っての６

対４の契約だったら、そこらは国に責任を持た

せることも必要じゃないかと思うんです。通常

の民事上での契約行為も、そこに違法性があっ

た場合はその契約はパアですよね。極めて合理

性を欠くような力の関係。だから、元請と下請

との契約、そこで元請の優位的立場にある者が

自分の考えでした契約もパアですよね。そこら

の相談の余地とか解決の余地はないのか。

今言われるように、部分的に６対４を見直す

というのは大切なことです。でも、全体を見直

せばこれは大きいですよね。もしそこに行くな

らばそれしか理由はないかなという気がしたも

のですから、今ちょっと聞いたんですけど、で

も、県が先行していて実際長年やっていれば、

そこは合理性があるでしょうね。

○二見副委員長 ちょっとお伺いしたいんです

けれども、こちらにいただいた21～22ページの

資料の最後の部分に長期借入金残高の合計の部

分があります。公社が長期借り入れをするとき

に、理事の皆さんの合意がなければ最高限度の

借り入れはできないということだったと思うん

です。それは毎年毎年の総会のときに決議をさ

れて決められているということだったと思うん

ですが、長期借入金の残高についての経緯とい

うものは、何年度までふえ続けて、何年度から

減っていっているものなのかわかるでしょうか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 委員の
も り

お示しのあった21～22ページにつきましては、

前提はございますが、平成21年度の木材価格で

第３期経営計画を延長していった場合の試算を

出したわけでございます。その次のページの23

～24ページに、今回の公社の経営努力、利息の

軽減等々を見込んだ計算表を出しておるわけで

すけれども、右側の表が長期借入金の残高の見

込みでございます。一番右のほうが県貸付金残

高と損失補償付貸付金残高、仮置きとしており

ますが、マイナスが30年以降見込まれるものを

仮置きとして表示しておりますけれども、これ

を仮に貸し付けで補う場合の数値でございます。

それが一番上の平成24年度が339億6,000万

ちょっとですけれども、それが29年度までに334

億まで減少していくということで、漸次長期借

り入れの残高は減少していくというふうに見込

んでおります。

○二見副委員長 私の質問の仕方が悪かったの

かと思うんですけれども、平成23年度までの過

去の経過、これは要するに今からやっていく未

来の予想ですから、数字は幾らでも変わると思

うんです。そうじゃなくて、今までの経過の中

でどう変遷してきたのかということをお伺いし

たかったんです。平成22年度まで決算が出まし

たよね。22年度までに長期借入金残高というの

は、市中銀行、公庫、県からの貸付金全部を合

わせた残高がどのように変わってきたのか、今

までの経緯をお伺いしたんですけれども。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 ここに
も り

は数字が出ていなくて申しわけないんですけれ

ども、平成21年度の県の貸付金と公庫、市中銀

行の合計が339億円ちょうどぐらいだったという

ことでございます。これがピークでございます。

それまではふえていたということでございます。

それからは減少傾向にあるということでありま

す。

○二見副委員長 私はことしから入ったもので

すから、現時点で考えた場合に、公庫と市中銀
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行のお金というのは、県が債務保証しているも

のだから、借り口は公庫と市中銀行かもしれな

いけれども、要するに県が借金しているのと同

じだと思うんです。全体的な残高が減ることが

公社の存続の大前提にあると思うんですけれど

も、この間質問でも話させてもらったんですが、

公社自体には分収造林と施業受託の２種類の事

業をやっていて、施業受託のほうについては収

支がとんとんでやっていると。これは高率補助

をやっているものだからもうけるためのもの

じゃないというお答えだったと思うんです。分

収林契約の中でやっている事業で、分収契約の

主伐を行ったり間伐を行ったりする事業自体が

赤字が出てしまった場合には、今まで借りてき

ている政府金融公庫とかのお金も払うこともで

きなくなっているわけですよね。要するに長期

債務残高がふえ続けていく方向になると思うん

です。それを考えたときに、21年度と22年度で

は、若干ではあるけれども下がったと。これか

ら先も下がり続けるという見込みがあるからこ

そ、今回、公社を存続するというふうにお考え

になっているんだと認識しているんです。

いろいろな改革案というのはこちらのほうに

出ていましたけれども、これらの経営努力とか

は普通の会社だったら常日ごろから考えないと

いけないことじゃないですか。こういった改革

を委員会とか年間何回かしかない話し合いのと

きに、１年間の計画を見直していく。もちろん

林業というのは非常にスパンの長い経営でしょ

うから、考えることも長い経営だと思うんです

けれども、もうそういった悠長なことを言って

いられるような状態じゃないと思うんです。今

回、29年度までの計画を立てられて、そのとき

にまた見直しをされるというお話ですが、２～

３年後に木材価格が大暴落した場合には、公社

を存続するとかしないとか検討はされないとい

うことでしょうか。29年度まで今回計画を立て

て、29年度に見直すという内容になっていると

思うんですけれども、そうじゃなくて、翌年度、

２～３年後にまた長期債務がふえるときには見

直しはしないと、一応29年度まではその経過を

見て、そのときに改めて公社の存続・廃止を検

討されるということなんでしょうか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 県の方
も り

針案の12ページで申し上げておりますように、

「公社として存続」と書いてございますけれど

も、「なお」書きで、木材価格の動向、あるいは

国の制度等情勢変化を的確に把握、経営状況の

点検・評価も行います。29年度には存廃も含め

て改めて検討することにしておるわけですけれ

ども、当然、毎年毎年の経営改善の状況、ある

いは木材価格の動向等は常に点検をしていくこ

とになろうかと思います。

○二見副委員長 その点検、把握を行う方々は、

公社のほうでされるんでしょうか、それとも県

のほうでされるんでしょうか。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 県と公
も り

社で実際には行っていくことになろうかと思い

ます。そしてその状況につきましては、毎年の

決算状況もありますけれども、県議会のほうに

は報告させていただくことになろうかと思って

おります。

○二見副委員長 もう一つですけれども、今度

の公社のあり方に関する県方針の13ページの最

後のところに、市町村への貸付金の要請をされ

ていますよね。これは借りているということで

すから、要するに返済時期が来れば返さないと

いけないということですが、23～24ページの平

成80年度のところで、一番右側の貸付金残高が

約127億残るという見込みになっているんです。
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ということは要するに市町村からお借りした分

は先にお返しする、残った分については県が債

務を負わないといけないと。最終的な収支に関

しては、市町村からの貸付金をお借りするとい

うのは、単年度単年度の県の貸付額が少なくな

るというだけのことですよね。要するに公社の

経営に対する実質的な効果があるというふうに

は考えられないんですけれども、そういう内容

で改革案として出していらっしゃるのかお伺い

したいんですが。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 23～24
も り

ページを試算して出しておる前提は、前ページ

と一緒で、木材価格が最低だった21年度の単価

を使用して、一番厳しいことで見てこういう数

字を見ているところでございます。木材価格と

いうのは、きのう副知事の答弁にもあったかと

思いますけれども、国際情勢でも変わっていく

ということで、なかなか見通しがしづらいとい

うことであります。そこで、今までの最低の価

格で厳しいところで見ているということでござ

います。そこで、29年度までを中心的に試算を

して12億余りの収支不足が見込まれましたので、

まずは29年度までにどうするかを主眼に置きな

がら、80年度までという先のところがなかなか

見通しにくいので、まずは29年度という見通し

がある程度つく範囲のところでしっかり改革の

内容等も検討して、今回、改善額等を算定して

お示しさせていただいたところでございます。

○二見副委員長 今の御答弁の中にあったよう

に、国際情勢にも非常に左右されるということ

でしょうけれども、私も今回いろいろと本も読

ませていただきました。書籍の中で、元銀行員

で林業関係についてリサーチをされていらっ

しゃる方が、冒頭の部分に、今の国際の木材価

格は、高かったところ、低かったところという

バランスはあるけれども、全世界的に１立方メー

トル当たり100ドルに向かっていっている方向だ

という話だったわけです。１立方メートル当た

り100ドルということは、今の円の為替の状況だ

と7,700円です。ということは、この間、分収林

事業自体の損益分岐点は7,700円だとおっしゃっ

ていたんです。要するに収益が見込めなくなる

方向に国際情勢は動いているということだと思

うんです。

そうすると、価格は最低のところで見込んで

いますということで、これ以上借金残高がふえ

ることはないだろうという見通しでしょうけれ

ども、どんどん研究を進めていかないといけな

いことなのかもしれませんが、最低だったとか

いう見通しだけでこの計画を見ていくと、今こ

ういう状態になったように、また同じような間

違いが途中で出てくるんじゃないかと思うんで

す。毎年度毎年度、収支について非常に厳しく

シビアに見ていかないと、長期債務の残高を下

げていくことは非常に難しい問題だと思うんで

す。知事も言われるように常在危機というつも

りでもっと取り組んでいただきたいと思ってい

ますので、これは御答弁は結構ですけれども、

そういうふうに取り組んでいただくように要望

して、終わりたいと思います。

○中野委員 普通、企業というのは、支出に対

して収入が足りない場合は収入をふやす工夫を

するんです。私が言いたいのは、339億の今の債

務は仮になしとした場合、県がみんな面倒見る

とした場合、45年とか30年以上たっている材木

が多いわけじゃないですか。毎年の収支が合う

ように、ことしは100切るところを200切るとか、

そういうことはできないかどうか。収支を、元

金、利息を考え、借入金ゼロと仮定した場合の

収益、損益計算、今の価格でした場合に材木を
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何立米売ればいいというのが出るけれども、立

米数は現実には出ない数ですとか、そういう試

算を来年でいいですから一応つくっておいてく

ださい。答えはいいです。

○福満みやざきの森林づくり推進室長 午前中
も り

の岩下委員の質問の中で、オートキャンプ場の

キャンピングサイトの利用台数はという問いか

けだったんですけれども、それにつきましては

平成22年度が49台、21年度が70台という実績に

なってございます。それと参考ですけれども、

キャンプ場の利用者の車の台数としましては、22

年度が2,393台、21年度が3,035台というふうな

利用者がおります。

○田口委員長 それでは、その他、何かござい

ませんか。

○押川委員 いよいよ来年の９月から森林・林

業再生プランが始まると思うんですけれども、

県としては、国の方針が出ている中で宮崎県の

取り組みの状況について、考え方があればお聞

かせを願いたいと思います。

○佐藤森林経営課長 考え方と申しますか、ま

ず最初に出てくるのが、今までも出てきており

ますけれども、ことし全国森林計画というのが

改正されまして、それによって地域森林計画と

いうのをことし立てます。それに基づきまして、

３月までに市町村が、特に森林経営計画の基準

となる市町村森林整備計画というのを立てます。

方針といたしましてスケジュールどおり所定の

計画を立てるのが第一だと考えております。そ

れから４月からいよいよ始まります。実質的に

は６月あたりになるんですけれども、森林所有

者等が立てます森林経営計画がなるべくスムー

ズにいくように、今のうちからやっているんで

すけど、県のほうでは今までずっと説明会等も

行ってきましたし、議会の中で黒木議員の質問

にもありましたように、若干まだ普及が図られ

ない点もございますので、その辺につきまして

は引き続き、ＰＲも含めていろいろな方法を通

じてやっていきたいと考えております。

それと、いよいよ来年４月から始まります。

今、国のほうの考えに基づいてやっているわけ

ですけれども、実際的には今まで予想しなかっ

たようなことが大分出てくると思いますので、

その辺につきましては県の実情なりを国のほう

と協議いたしまして、なるべくスムーズにいく

ような方法を考えてみたいと思います。特に間

伐の実施とか林班の班分野をそろえるというこ

とに関しましては、森林組合、森林所有者等か

らも意見をいただいておりますので、その辺は

今もやっているんですけれども、前々から申し

ますとおり、法律行為で決まってくるものです

から、その辺はなかなか難しいと思いますけれ

ども、県の実情を重々訴えていきたいと思って

おります。

○押川委員 我々も地元でそういう意見あたり

を聞くものですから、特に宮崎モデルあたりを

つくっていただきたいということで、例えば、

先ほどもちょっと言いましたけれども、循環型

の森林をつくっていく中で、特に中山間地、伐

期で切ることによって、再植する、下払いをす

る、そういう中で雇用が生まれる、そして山の

生活がそこに定着をするということもあります

から、すべて国の方向じゃなくて、宮崎県には

宮崎県に合った、路網のやり方からもろもろを

含んで宮崎県としての計画をつくって、そうい

うものを国に逆に訴えていって宮崎県の森林を

守っていくと。中山間地を守るような一つの施

策の中でそういったことにも取り組んでいただ

きたいというふうに要望しておきたいと思いま

す。
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○佐藤森林経営課長 今、委員のおっしゃいま

したとおり、宮崎県は確かに成長も早くて、杉

の標準伐期齢が35年ということになっています

けれども、40～50年ぐらいで切っているところ

が多いと認めております。ただし、今の認定基

準でいきましても、１伐区20ヘクタール以上切っ

たらいけないという制限は確かに出てくるんで

すけれども、基本的には今の宮崎県でやろうと

している40～50年で切って循環的に進めていく

方法は何とかできると思っておりますので、そ

の辺につきましては森林組合、市町村等含めて

検討していきたいと思っております。

○押川委員 資料があればでいいんですけれど

も、橋本課長、緊急雇用対策の中で浄化槽の11

条検査、恐らく今年度相当検査率が上がってお

るというふうに思っているんですが、その数

字。23年度でこの事業は終わると思います。今

までどおりまた同じく科学技術協会だけでやる

ということになると、やっぱり人が足りなくなっ

てくる。そこらあたりの24年度の取り組みあた

りがもしあるのであればお聞かせ願いたいと思

いますし、なければ、次の常任委員会でも結構

でありますけれども。

○橋本環境管理課長 まず法定検査の実施率で

ございますが、これにつきましては直近のもの

を持っておりませんので、後ほど御提示させて

いただきたいと思います。

それから、浄化槽法定検査につきましての来

年度の取り組みということでございますけれど

も、昨年来実施させていただいております、浄

化槽の法定検査を受けていらっしゃらない設置

者の方に対します文書等によります啓発事業に

よりまして、法定検査実施率がかなり伸びてき

たところでございます。これは緊急雇用創出基

金を使いましてやらせていただいているもので

ございますけれども、この基金につきましては

来年度も国のほうでは使えるということになっ

ているようでございますので、私どもとしては

来年度もその基金が利用できないかということ

を考えているところでございます。

さらに、法定検査をやりやすい、取り組みや

すい仕組みづくりが必要だということでござい

ますので、これにつきましては、今お話のあり

ましたとおり、指定検査機関であります環境科

学協会を初めといたしまして、保守点検や清掃

をされる業界の方々とも、その仕組みづくりに

ついて具体的にどういうふうなやり方があるの

かということを話し合っていきたいと思います。

既に先月から、宮崎市等を含めまして関係の皆

さんにもお集まりいただいて話し合いをしてお

るところでございますので、その中で具体的な

形をつくっていきたいと考えております。

○押川委員 わかりました。次回の２月の議会

あたりでまた報告方よろしくお願いしたいと思

います。

○田口委員長 その他でほかにございませんか。

○加藤環境森林部長 林業公社のあり方につき

ましては、これまで県として慎重に検討を重ね

てきました。公益性の面、県財政負担の面から、

公社として存続させるという方針を立てて経営

改善策について検討してきたところです。その

間、数回にわたりまして、この常任委員会、そ

れから本会議で貴重な御意見をいただきまして、

それらを踏まえて案の見直しをしてきたところ

です。どうもありがとうございました。

本日は県の方針案につきまして御説明をさせ

ていただいたところでございます。今後ともさ

らに改善策はないのか研究するとともに、公社

の経営につきましては厳しい目を持って常に

しっかりと点検・評価していきたいと思います。
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どうぞよろしくお願いいたします。

○田口委員長 休憩します。

午後１時47分休憩

午後１時57分再開

○田口委員長 委員会を再開いたします。

ほかに何かございませんか。

○橋本環境管理課長 先ほど押川委員のほうか

ら御質問いただきました浄化槽の法定検査の実

施率のことでございます。法定検査の実施率に

つきましては平成21年度末に14.2％でございま

した。これに対しまして平成22年度末では、啓

発事業を行いましたことによりまして22.4％と

なっております。さらに今年度も引き続き啓発

事業を行っておりますことによりまして、こと

し10月末現在の検査率は27.2％となっていると

ころでございます。以上でございます。

○田口委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、以上をもって環境森

林部を終了いたします。

執行部の皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時58分休憩

午後２時４分再開

○田口委員長 ただいまから委員会を再開いた

します。

初めに、今回、当委員会に付託されました補

正予算関連議案等について、部長の説明を求め

ます。

○岡村農政水産部長 農政水産部でございます。

よろしくお願いいたします。

まず冒頭に、先月22日に発生いたしました川

南漁協所属のマグロはえ縄船「光栄丸」の火災

事故で行方不明になっておられます２名の方が

一刻も早く発見されますとともに、お亡くなり

になった方の御冥福をお祈り申し上げます。

それから、先日開催いたしました第56回畜産

共進会及び宮崎県水産振興大会につきましては、

田口委員長、二見副委員長を初め委員の皆様に

御出席を賜りまして、まことにありがとうござ

いました。

また、本日は、まことに申しわけございませ

んが、営農支援課長の山内が体調不良により委

員会を欠席しております。営農支援課からの説

明につきましては、総括課長補佐の河野が行い

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。

お手元の環境農林水産常任委員会資料を１枚

お開きください。左側の説明項目をごらんくだ

さい。農政水産部からは、議会提出議案が３件、

その他の報告事項が２件ございます。

まず、資料の１ページをごらんください。平

成23年度補正予算についてであります。今回の

補正は、議案第１号「平成23年度宮崎県一般会

計補正予算（第３号）」に加えまして、議案第36

号「平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第４

号）」を追加して上程しております。

まず、議案第１号の一般会計補正予算につき

ましては、平成23年度歳出予算課別集計表の中

ほどの列、一般会計の合計の欄にありますよう

に、２億3,656万円の増額補正をお願いしており

ます。これは、東日本大震災対策及び口蹄疫・

経済復興対策等の経費をお願いしているもので

あります。

次に、議案第36号の一般会計の追加補正予算

についてであります。同じく、表の11月追加補

正額の列、合計欄にありますように、13億3,315

万9,000円の増額補正をお願いしております。こ
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れは、国の第３次補正予算に伴う全国防災対策

に係る経費や、口蹄疫復興宝くじの収益金を県

の口蹄疫復興対策基金に積み立てる経費などを

お願いしているものであります。

この結果、特別会計を合わせた農政水産部全

体の補正後の予算額は、一番下にありますとお

り411億7,354万4,000円となります。

なお、補正内容の詳細につきましては、後ほ

ど関係課長から説明させていただきますので、

よろしくお願いいたします。

次に、２ページをごらんください。繰越明許

費についてであります。まず、（２）平成23年度

繰越明許費一覧表でありますが、公共土地改良

事業など４事業で、合計９億5,640万7,000円の

繰り越しをお願いしております。これは、用地

交渉及び関係機関との調整等に日時を要したこ

となどにより、現時点で繰り越しが見込まれる

ものであります。

次に、（３）の11月追加補正分の繰越一覧表で

ありますが、公共農地防災事業など２事業で、

合計６億5,800万円の繰り越しをお願いしており

ます。これは、国の予算内示の関係等により工

期が不足することにより、繰り越しが見込まれ

るものであります。

次に、３ページをごらんください。債務負担

行為についてであります。これは、肉用子牛市

場口蹄疫影響緩和対策事業の追加等をお願いす

るものであります。

最後に、目次にお戻りいただきまして、委員

会報告事項につきましては、葉たばこ廃作対策

の取り組みについてと、県有種雄牛の凍結精液

配布体制の見直し経過についての２件を報告さ

せていただきます。いずれも関係課長から説明

させていただきますので、よろしくお願いいた

します。

私からは以上でございます。

○田口委員長 部長の概要説明が終了いたしま

した。

初めに、議案に関する説明を求めます。

○郡司農政企画課長 農政企画課でございます。

農政企画課の補正予算について御説明を申し

上げたいと思います。

まずは、お手元の歳出予算説明資料の45ペー

ジをお開きください。農政企画課の11月補正額

は、一般会計で1,500万円の増額補正をお願いし

ております。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。

47ページをお開きください。（事項）東日本大

震災被災地支援対策費の1,500万円についてでご

ざいます。下の説明の欄にあります「みやざき

感謝プロジェクト」推進事業につきましては、

本県が昨年、口蹄疫などたび重なる災害に見舞

われる中で、全国の方々からいただいた多大な

支援に対する恩返しの意味も込めまして、東日

本大震災の被災者に本県農水産物の提供等を行

うことで、復興に向けた元気を取り戻してもら

おうという趣旨で、本年６月補正で予算措置を

させていただいた事業でございます。これまで

の活動につきましては、７月１日に、本プロジェ

クトの実行組織として「チームみやざき」を立

ち上げ、被災地で行われます各種イベントとタ

イアップした炊き出しや学校給食への本県食材

の提供、さらには、本県においてリンゴ等の被

災地の農水産物の販売支援を行ってきたところ

であり、今月中旬には、仮設住宅に避難されて

いる方々に、本県の農業高校生が育てましたシ

クラメンやポインセチアの鉢を届ける取り組み

も現在計画をしているところであります。この

ような中で、このたび、市町村からも復興支援
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の協力を得て、被災地の子供たちに大変喜ばれ

ております学校給食への支援を充実させてまい

りたいと考えておりまして、今回の補正でお願

いいたします1,500万円につきましては、年明け

に実施します本県食材の提供に充ててまいりた

いと考えているところであります。

続きまして、お手元の歳出予算説明資料（議

案第36号）を見ていただくとありがたいと思い

ます。この資料の25ページをお開きください。

一般会計で1,500万円の増額補正をお願いしてお

ります。この結果、11月補正後の予算額は、右

から３番目の欄でございますが、25億8,619万円

となります。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。

27ページをお開きください。（事項）特定研究

開発等促進費の1,500万円についてでございま

す。これは、国の平成23年度第３次補正予算に

対応する経費でございます。国におきましては、

第３次補正予算により、東日本大震災の復興支

援プロジェクトといたしまして先端的な技術を

駆使した大規模ハウスの実証研究を実施するこ

ととなり、そのシステム開発のために、全国で

も屈指のハウス制御システムを有する本県総合

農業試験場と共同研究したいという申し入れが

ございました。今回の補正は、この申し入れを

受けて、総合農業試験場が独立行政法人の研究

機関と共同研究を行うという内容でございまし

て、大規模ハウスでも対応可能な新しいハウス

制御システムを開発する経費をお願いするもの

でございます。なお、開発された新システムは、

国におきまして宮城県に設置する１ヘクタール

規模のトマト温室において実証が行われるとさ

れておりまして、被災地の早期復興に向けた産

業の場面での支援となるものと考えております。

また、今後の本県における施設園芸の規模拡大

であるとか省力化を進める上でも、その基幹技

術として大いに期待されるものと考えていると

ころでございます。

農政企画課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

○河野営農支援課長補佐 営農支援課でござい

ます。

お手元の歳出予算説明資料の49ページをお開

きください。営農支援課の11月補正額は、一般

会計で40万7,000円の増額補正をお願いしており

ます。したがいまして、11月補正後の最終予算

額は、上段右から３番目の欄にありますように26

億5,895万1,000円となります。

それでは、補正の内容につきまして御説明し

ます。

51ページをお開きください。補正は、（事項）

農業金融対策費の１利子補給金・助成金40

万7,000円についてであります。当該事業につき

ましては、環境農林水産常任委員会資料により

説明をいたします。

資料の４ページをお開きください。今回の補

正は、事業名にありますように、投資資金（特

別）と災害資金・経済変動伝染病等対策資金の

２つの資金につきまして、１の事業の目的にあ

りますように、（１）の葉たばこ廃作に伴い、継

続農家と廃作農家が必要とする資金需要に対す

る的確な金融支援と、（２）の人工授精の自粛に

よる畜産経営環境の悪化に対応する資金の融通

を図るために、融資枠の拡大を行うことに伴う

ものであります。

２の事業の概要ですが、まず、（１）の投資資

金（特別）でありますが、この制度は、葉たば

こ継続農家や廃作農家がそれぞれの目的に沿っ

た施設投資等を行うに当たり、農業近代化資金
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及び農業経営基盤強化資金を借り入れる際、県

の貸付利率の特例を適用し、①の内容にありま

すように貸し付け当初５年間を無利子とするも

のであります。貸付限度額は、個人で1,800万円、

法人3,600万円とし、融資枠は２億円、これに伴

う補正予算額は14万6,000円であり、平成24年度

以降に必要な利子補給等額を債務負担額とし

て1,031万3,000円をお願いしております。

次に、（２）の災害資金・経済変動伝染病等対

策資金でありますが、当資金は、経済変動等の

影響を受けた農家の経営の維持安定に要する営

農資金の融通を行うものであり、今回、資金発

動の基準となる事象として、「葉たばこ廃作に伴

う影響」及び「人工授精の自粛に伴う影響」を

指定し、あわせて資金枠の拡大を行うものであ

ります。貸付利率は2.55％を基準といたします

が、貸し付け当初の５年間は、県、市町村等で

利子を助成することで0.75％とし、さらにＪＡ

系統は、県連、ＪＡの上乗せ負担によりゼロ％

まで引き下げる予定としております。貸し付け

限度額は個人、法人ともに300万円で、融資枠は、

葉たばこ対策で３億円、人工授精自粛対策２億

円の合計５億円とし、これに伴う補正予算額は26

万1,000円であり、平成24年度以降に必要な利子

補給等額を債務負担額として1,523万5,000円を

お願いしております。

５ページに、当資金を活用いたしました葉た

ばこ農家に対する金融支援のスキームを整理し

ております。県内の葉たばこ農家795戸は、来年

に向けまして、360戸の継続農家と435戸の廃作

農家に分かれることとなり、アンケート調査の

結果によりますと、廃作農家の98％は作目転換

による農業経営の継続を志向しており、図の中

央にありますように、さまざまな経費支出の対

応が必要とされており、それぞれに対し、右側

にあります制度資金の融通を円滑に行うもので

あります。今回の融資枠の拡大に伴う補正予算

をお願いする資金の位置づけは、米印を記載し

ておりますのでごらんください。

営農支援課は以上であります。

○加勇田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。

お手元の歳出予算説明資料の53ページをお開

きください。農産園芸課の11月補正予算額は、

一般会計で160万円の増額補正をお願いしており

ます。この結果、補正後の予算額は、右から３

番目の欄でございますが、12億542万4,000円と

なります。

それでは、内容でございます。55ページをお

開きください。（事項）みやざき米政策改革推進

対策支援事業費の160万円についてであります。

今回の補正につきましては、国の農業者戸別所

得補償制度の推進事務費の中で、集落営農組織

が法人化をする場合に必要な経費として、１組

織当たり定額で40万円を助成するものでござい

まして、本年９月に国の要望調査が行われ、県

内の４つの集落営農組織等から要望がありまし

たことから、増額補正を行うものでございます。

農産園芸課は以上でございます。よろしくお

願いします。

○三好農村計画課長 農村計画課でございます。

お手元の歳出予算説明資料の57ページをお開

きください。農村計画課の11月補正額は、100万

円の増額補正をお願いしております。

内容について御説明いたします。

１枚おめくりいただきまして、資料の59ペー

ジをお開きください。（事項）農業経営基盤強化

事業事務費についてでございます。これは、国

庫補助が増額されたことに伴う補正であります。

内容としましては、国有財産である自作農財産
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の売り払い、譲与、所管がえ等を行うために必

要な実地測量等の委託に要する経費でありまし

て、対象地区数の増加に伴い、国の補助率10分

の10の交付金を充当するものであります。

次に、別冊の歳出予算説明資料（議案第36号）

のほうをごらんいただきたいと思います。追加

補正分になりますけれども、29ページをお開き

ください。当課の追加補正予算としては、1,618

万5,000円の増額補正をお願いしております。そ

の結果、11月補正後の予算額は、右から３番目

の欄でありますけれども、96億198万2,000円と

なります。

補正内容につきまして御説明いたします。

１枚おめくりいただきまして、資料の31ペー

ジをごらんください。（事項）土地改良事業負担

金についてでございます。これは、国の第３次

補正予算による国営かんがい排水事業西諸二期

地区における事業費１億5,000万円の増額に伴う

県負担金の増額であります。

農村計画課については以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。

○宮川農村整備課長 農村整備課でございます。

お手元の平成23年度11月補正歳出予算説明資

料（議案第36号）の33ページをごらんください。

一番上の行でございますけれども、農村整備課

の追加補正予算といたしまして１億6,540万円の

増額をお願いしております。その結果、補正後

の予算額は119億3,738万8,000円となります。

それでは、内容について御説明いたします。

１枚めくっていただきまして、35ページをご

らんください。いずれも国の３次補正に伴いま

す「災害に強い国土づくり」として実施するも

のでございます。まず、上から５行目の（事項）

公共土地改良事業費ですけれども、その下の説

明にございますように、基幹水利施設ストック

マネジメント事業といたしまして5,095万円の増

額をお願いしております。これにつきましては、

昭和35年に完了いたしました国営の高鍋・川南

地区におきまして、老朽化した水路トンネルの

補強工事を実施し、施設の長寿命化を図るもの

でございます。施設の防災・減災対策効果を促

進してまいりたいと考えてございます。

次に、その下の（事項）公共農地防災事業費

でございますけれども、その下の説明にありま

すように、県営ため池等整備事業といたしまし

て１億1,445万円の増額をお願いしております。

これにつきましては、宮崎市の松原地区と国富

町大谷地区におきまして、老朽化が進み災害の

危険性のある２つのため池の改修を行うもので、

自然災害の未然防止、あるいは農業生産の維持・

振興を図るものでございます。

農村整備課からは以上でございます。よろし

くお願いいたします。

○神田漁村振興課長 漁村振興課でございます。

お手元の資料の歳出予算説明資料（議案第36

号）の37ページをごらんください。漁村振興課

の11月補正額は、一般会計で３億6,000万円の増

額補正をお願いしてございます。この結果、11

月補正後の予算額は、右から３番目にございま

すように36億7,615万2,000円となります。

それでは、内容について御説明いたします。

39ページをお開きください。（事項）水産基盤

（漁港）整備事業費の３億6,000万円についてで

ございます。これは、国の３次補正の成立等に

伴いまして、補助公共事業により漁港の防災機

能を強化するために外郭施設等の整備を行うも

のであります。具体的には、１の水産流通基盤

整備事業におきまして、島浦漁港の防波堤改良

や油津漁港の突堤工事及び川南漁港の防砂堤工

事を実施するものでございます。
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漁村振興課は以上でございます。よろしくお

願いします。

○日髙復興対策推進課長 復興対策推進課でご

ざいます。

お手元の議案第１号に係ります平成23年度11

月補正予算の歳出予算説明資料の61ページをお

開きください。復興対策推進課の11月補正額は、

一般会計で２億1,855万3,000円の増額補正をお

願いしてございます。

内容につきましては別冊の常任委員会資料で

御説明させていただきたいと思いますので、６

ページをお開きください。まず、新規事業の肉

用子牛市場口蹄疫影響緩和対策事業についてで

あります。

この事業につきましては、右側の７ページを

ごらんいただきまして、「１.人工授精自粛の影

響」と左肩のほうに書いてございますけれども、

県内全域におきまして、４月23日から約３カ月

間、防疫指針の趣旨等を踏まえまして、家畜人

工授精業務の自粛を要請したところであります

が、自粛解除後一斉に授精が行われたことから

繁殖サイクルが偏りまして、その結果、右側の

グラフにありますように、今後、子牛の出荷頭

数が大きく増減する時期が見込まれております。

このため、本事業におきまして競り出荷時期を

調整し出荷頭数の平準化を図るために、子牛価

格の安定や導入促進のための支援を行うととも

に、別途、既定事業等を活用して４つの柱でそ

の影響を総合的に緩和することを目的としてご

ざいます。

具体的には、その下の３の肉用子牛市場口蹄

疫影響緩和対策事業の枠組みの中をごらんくだ

さい。まず、１）の子牛価格安定対策といたし

まして、黒く塗ってある部分でございますけれ

ども、その月の県平均価格が、県の発動基準と

して設定いたしました40万円を下回った場合、

国の発動基準が38万円でございますけれども、

その38万円までの範囲内でその差額の４分の３

を交付するというものでございます。また、そ

の下の２）の導入促進対策といたしまして、購

入した子牛を宮崎県外に輸送する購買者に対し

まして、輸送費の一部を助成するものでござい

ます。

また、関連対策といたしまして、右側に掲げ

てございますけれども、４の１）にございます

ように、繁殖雌牛導入事業の拡充なり要件緩和

等を行いまして、おおむね2,000頭規模の緊急的

な雌牛導入対策を実施し、子牛生産の平準化を

促進するとともに、その下の２）制度資金の活

用にございますように、先ほど営農支援課のほ

うから説明がございましたけれども、運転資金

の不足等に対応するための制度資金の活用とい

うことで、営農経費の支援を行うこととしてご

ざいます。

本年度の予算額につきましては、左のページ、

６ページに戻っていただきまして、２事業の概

要の欄でございますけれども、子牛価格安定対

策として9,000万円、導入促進対策として825万

円でございまして、事業主体の事務費を合わせ

まして予算額9,891万円をお願いするものでござ

います。

なお、この全体事業費につきましては、事業

概要の（１）予算額のところに括弧書きで２

億9,673万円とございますが、このうち３分の２

は国のほうから助成されることになってござい

まして、今回、地方負担分の３分の１をお願い

するものでございます。

また、６ページの一番下、３の債務負担行為

でございますが、委員会資料の３ページにもご

ざいますけれども、第１回目の事業対象期間が
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平成24年度にかかる関係上、24年の４～５月分

につきましては、今回、債務負担行為というこ

とで7,161万8,000円の限度額を設定するもので

ございます。

本事業と関連対策を合わせました４つの柱で

総合的に農家を支援することによりまして、出

荷頭数の大きく増減する期間におきましても、

子牛価格の安定を図り肉用子牛の出荷平準化を

促進し、農家の経営安定を図ってまいりたいと

考えてございます。

次に、８ページをお開きください。新規事業、

畜産経営再開支援推進事業についてでございま

す。

口蹄疫からの経営再開状況につきましては、

これまで御報告してございますけれども、８月

末現在で、農家戸数ベースで57％、頭数ベース

で47％となってございます。経営再開を迷って

いる農家に対します意向調査を行った中では、

養豚経営におきまして、経営再開の意欲はある

ものの、預託元の廃業なりで素豚の供給元がな

く、経営再開に至っていないケースがあったり、

ふん尿を処理する汚水浄化施設がなく、再開後

の悪臭問題への懸念から経営再開に至っていな

いというようなケースがございました。これら

の課題に対しまして、経営再開を通じた地域経

済の復興等の観点から、肥育用の素豚を供給す

る繁殖センター及び環境問題を解消するための

汚水浄化施設の整備を推進したいと考えてござ

います。

具体的には、２の（４）にございますように、

①の養豚繁殖センター整備事業といたしまして、

母豚800頭規模の繁殖センター１カ所の整備にか

かる経費といたしまして、その一部を補助率３

分の１で支援するものでございます。予算額と

して4,977万7,000円をお願いしてございます。

また、②の汚水浄化施設整備事業といたしまし

て、営農集団の行います10カ所の処理施設の整

備につきまして、補助率３分の１で、予算額6,666

万6,000円をお願いしてございます。また、その

下の推進事務費と合わせまして、２の（１）の

予算額にありますように１億1,964万3,000円の

お願いでございます。

これらの事業効果といたしまして、養豚経営

体の経営再開が進み、母豚ベースで1,800頭程度、

常時飼養頭数ベースで言いますと１万8,000頭程

度の増加が期待されているところでございます。

続きまして、歳出予算説明資料（議案第36号）

の41ページをお開きください。一般会計で７

億7,657万4,000円の増額補正をお願いしており

ます。この結果、11月補正後の予算額は、右か

ら３列目の欄でございますけれども、15億4,154

万3,000円ということになります。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。

43ページをお開きください。（事項）口蹄疫復

興対策事業費の７億7,657万4,000円の増額につ

いてであります。これは、口蹄疫復興対策基金

への追加積み立てに伴う補正でございまして、

先般の宝くじの収益金を復興基金に積み立てる

ものでございます。

復興対策推進課につきましては以上でござい

ます。

○三好農村計画課長 農村計画課でございます。

環境農林水産常任委員会資料の９ページをお

開きください。議案第７号「宮崎県における事

務処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例」についてであります。農地法の事務に関す

る部分について御説明いたします。

まず、１改正の理由でございます。今回の条

例改正は、本年８月30日に公布されました「地
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域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律」、

いわゆる第２次一括法によりまして農地法の一

部改正が行われたことによるものであります。

２改正の概要につきましては、平成18年４月

から、事務処理の特例条例に基づきまして、農

地法に係る県の事務権限の一部を宮崎市に移譲

しておりますが、今回の農地法改正によりまし

て、農地法第３条に規定される農地等の権利移

動の許可等に係る権限そのものが農業委員会へ

移行することに伴いまして、宮崎市への権限移

譲の必要がなくなることとなります。このため、

その事項を条例から削除するものであります。

なお、施行期日は平成24年４月１日となって

おります。

また、下表の新旧対照表にありますように、

今回の改正に伴いまして19の２の（１）から（６）

までの事項が削除されることから、それ以降の

番号の繰り上げが生じますので、あわせて改正

をお願いしております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○田口委員長 議案に関する執行部の説明が終

了しました。

議案についての質疑はありませんか。

○福田委員 最後に御説明いただきました農業

委員会事務の削除条項を、もう一回詳しく説明

してください。今行われている内容と、それが

宮崎市の農業委員会に移動するという内容につ

いて。

○三好農村計画課長 農地法第３条につきまし

ては農地の権利移動についての条項を定めてお

ります。このうち農業委員会の許可権限のもの

と県知事の許可権限のものがございます。農地

法の権利移動につきましては、例えば、同一市

町村内の農地を取得する場合等については農業

委員会の許可権限になりますけれども、居住す

る地域を越えて他の市町村の農地を取得する場

合には県知事の許可案件となっております。今

回の第２次一括法の関係によりまして、県知事

の許可権限が農業委員会のほうにすべて移行す

ることになりました。したがいまして、県の権

限を権限移譲によりまして宮崎市のほうに移譲

しておったんですけれども、法律が変わったこ

とによりまして、権限移譲の行為そのものが必

要なくなったことから、この条項を削除すると

いうことでございます。

○福田委員 平たく解釈すれば、農業者間の農

地の移動は、届け出農業委員会の許可だけでオー

ケーと、こういうふうに解釈していいんですか。

○三好農村計画課長 そのとおりでございます。

○二見副委員長 説明資料の６ページについて

です。いろいろと９月の議会から議論されてき

たところですが、子牛頭数の平準化策について、

これは今度の１月のことだけじゃなくて、その

次の25年のことまで考えていかないといけない

と思うんです。先日も各団体のほうから御要望

等も県のほうにも来ていると思うんですが、実

際の生産農家の方々に対する補助事業等につい

て、これ以外については、今のところ県のほう

ではちゃんと検討されているのか。またそういっ

た要望について伺っていれば、どのような考え

を持っていらっしゃるのかお話しいただきたい

んですけれども。

○児玉畜産課長 子牛生産の平準化のための子

牛の導入支援を行ってほしいという要望は、県

のほうにも来ております。こういった生産者の

要望を受けまして、導入事業は既存の事業が３

つほどございますので、それを有効活用してほ

しいということでお願いをしてまいったところ
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でございます。相手方といたしましては、補助

事業の要件があって利用しづらい部分があると

いうような意見もありましたことから、この要

件も通常では難なくクリアできる要件だという

ふうに思っておりますけれども、１～３月期に

かけましては多くの雌牛を導入する必要がある

と考えますので、既存事業の３つの事業の要件

を緩和して、それを有効に利用していただきた

いと考えておるところでございます。

○福田委員 二見副委員長が大変重要な問題を

提起しました。いろいろ意見はあると思います

が、既存の事業の３事業の消化状況、どこあた

りがどういうふうに使い勝手が悪かったのか、

その辺をちょっとお聞きしておきたいと思いま

す。

○児玉畜産課長 この事業につきましては、一

つは宮崎牛資質向上緊急対策事業というのがご

ざいまして、低能力の雌牛を廃用して、一定期

間内に新たな能力の高い子牛を導入する、それ

に対する支援でございますが、その期間がちょっ

と短過ぎるということもございましたので、こ

の事業の趣旨を考慮いたしまして期間は延ばし

ていきたいと考えております。

それからもう一つ繁殖雌牛導入事業、これは

農協有の事業でございますけれども、これにつ

きましては農協が所有して５年間生産者に貸し

付けて、５年後に譲渡というような事業でござ

います。農協が所有する関係で、その間金利が

発生する。その相当分を助成するということで

ございましたけれども、この事業は初期投資が

軽くて増頭ができるという趣旨でつくっておる

わけでございますけれども、現金で入れたい人

もいるということもございまして、期間満了以

前に償還できないかといったような声もありま

したので、その辺を今、ＪＡ等と検討している

ところでございます。

それからもう一つの繁殖雌牛の地域内確保対

策事業というのがございますが、これにつきま

しては種牛をつくる母体となるような優秀な牛

でございまして、これは各市場が１年間に競り

に出てくる牛を計画的にその事業に充てており

ますので、この部分につきましては要件緩和と

いうのは考えられないんですけれども、１～３

月期で160頭程度は対象のものがおるということ

でございますので、これも行く行くは平準化に

寄与していくものと考えておるところでござい

ます。以上です。

○福田委員 いろんな制度を組み立てておられ

まして、県内保留、そしてまた更新事業等も行っ

ておられるわけですが、今、消化率を聞いたん

ですが、こういう事業は順調に消化しているん

ですか。

○児玉畜産課長 １年間の事業規模からいきま

すと、現時点のところ順調とは言えない状況で

す。というのが、そういう要件で使いづらいと

いうのがあったということだろうと思いますが、

１～３月期には要件を若干緩和いたしまして

使っていただきたいと考えております。

○福田委員 いろんな制約を使い勝手がいいほ

うに改正されるということでありますから、そ

れでよろしいかと思います。

それから、現在持っている雌の高齢の牛を更

新するわけですから、当然食肉処理が伴うと思

うんです。この辺の対応はぴっしりと準備され

ておるんですか。

○児玉畜産課長 この事業につきましては繁殖

経営の中から出すということで、一般的には年

とった雌牛というのはそれ専門の肥育農家がお

られますので、そこに家畜商を通して行くケー

スがほとんどでございます。そこで肥育されて
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出荷されるということでございますので、いき

なりそういった老廃牛が屠場にどんどん出てい

くことはないのじゃないかというふうに考えて

おります。

○福田委員 当然、家畜市場でそういう老廃の

母牛が出てくる。それを家畜商や食肉業者が買っ

て飼い直しをして処理をしていくわけですね。

そのサイクルは順調にいくわけですね。

○児玉畜産課長 その部分は、通常の今までや

られているような形で順調にいくんじゃないか

と思っております。

○福田委員 二見委員長が申しましたいろんな

団体の要望事項は、受け手のほうとしてはそれ

ぞれ整理をしないとなかなか難しいと思います。

しかし、全体を見た場合に、口蹄疫で直接の被

害を受けた地域、あるいはその周辺地域等をトー

タルして、にぎわいのある家畜市場に復活する

ために対策としては考えておる、十分なもので

あると、こういうふうに頭数や資金対策から見

てお考えですか。

○日髙復興対策推進課長 今の御質問につきま

しては、影響緩和対策の部分につきましても、

１～３月期で最大で１万8,000頭程度を対象とし

てございますし、また導入対策の中でも最大

で2,000頭程度までは確保できるという考え方で

ございます。そういったことからしますと、今

考えられる中では、今回の対策を実施させてい

ただくことによりまして安定が図られると考え

ております。

○福田委員 恐らく十分対策を打っていただく

ものと考えておりまして、いろいろ迷いはある

と思いますが、この３事業を使って、今、生産

者が現場で悩んでいる事項を完全に、「県の対策

はよかった」と２年後、３年後言われるように

やっていただきたい。それがこの施策がよかっ

たかどうかのあかしになる。２年、３年かかり

ます。ひとつその辺を十分御配慮いただきたい

と思います。以上です。

○田口委員長 次に、その他の報告事項に関す

る説明を求めます。

○加勇田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。

委員会資料の10ページをお開きください。葉

たばこ廃作対策の取り組みについて御説明いた

します。

まず、１の本県における廃作の状況につきま

しては、表の中ほどでございますが、435戸、713

ヘクタールの廃作希望がありまして、その結

果、24年度は、その右側でございますが、360

戸、750ヘクタールの作付予定となっているとこ

ろでございます。

次に、２の先月開催されました葉たばこ審議

会の結果でございますが、24年産の全国の耕作

面積の上限といたしまして9,450ヘクタール、平

均買い入れ価格につきましては、前年に対しお

よそ１％引き上げる決定がなされたところでご

ざいます。

また、この審議会と同時に、ＪＴからは、そ

の下の３の（１）にありますような、ＪＴが実

施する葉たばこ継続農家への支援策の概要が示

されたところでございます。①の共同利用施設

の取り壊し等に伴う支援や、②、③の資材や専

用機械の整備等に係る支援、⑤の災害援助金の

算出に用いる平年代金の算出方法の見直しなど

がございます。現在、詳細な事業内容につきま

して検討が進められていると伺っております。

次に、11ページをごらんいただきたいと思い

ます。（２）の共同利用施設でございます。現在、

本県には、今回の廃作に伴いまして不要となる

施設が、表の右から２番目「処分等必要な施設」
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にありますように合計で31カ所ございます。こ

のうち、国庫補助金等を活用し、まだ耐用年数

期間内であるため、通常であれば補助金返還が

必要となる施設が５カ所ございます。この５カ

所につきましては、国との事前協議を行い、補

助金返還が生じない方向で処分の手続を進めて

いくこととしております。

次に、４の経営転換農家への支援についてで

ありますが、（１）の廃作農家に対するアンケー

トの調査結果を見ますと、まず年齢構成として

は50代と60代がそれぞれ３割を超え、やや年齢

の高い農家が中心となっておりまして、その下

の廃作面積を見ますと、いずれも20数％で、規

模別には余り大きな差は見られないといった状

況でございます。また、廃作の理由につきまし

ては、「葉たばこの将来展望が開けない」が76％

と最も多く、次いで「廃作奨励金が支払われる」

が44％という結果でございます。また、廃作後

の経営につきましては、98％が営農を継続する

意向であり、廃作後の借地につきましては、経

営面積全体の50％が借地でございますが、その

うちの22％を地主に返す予定となっているとこ

ろでございます。それから主な転換品目は、里

芋やバレイショなど露地野菜が中心となってお

り、水田作では飼料用稲が上がっているところ

でございます。次の希望する支援内容といたし

ましては、「転換品目の技術支援」や「補助事業

や資金の情報提供」などが求められているとこ

ろでございます。

次に、12ページをごらんください。（２）の経

営転換品目の推進等でございますが、アンケー

トの結果等を踏まえまして、露地野菜を中心に

販売先の見通しを立てながら、また、作付体系

モデルであるとか経営収支指標を提示しながら、

既存品目の拡大や、今後、需要増が見込まれる

加工・業務用野菜などの推進に努めているとこ

ろでございます。そういった中で、②にありま

すように、施設・機械導入の要望や継続的な技

術支援などの課題も上がってきておりますので、

関係機関、関係団体とも連携しながら今後の対

策に努めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。

具体的には、５の今後の支援対策等につきま

しては、まず、（１）のソフト事業等にあります

ように、各普及センターの緊急プロジェクト活

動として研修会や個別農家の巡回等を実施する

とともに、廃作農地の効率的な活用を図るため、

農業委員会等と連携して農地の集積等を進めて

まいりたいと考えております。

また、（２）の制度資金につきましては、先ほ

ど営農支援課より説明がありましたとおり、今

議会に上程させていただいているところでござ

います。

最後に、（３）のハード事業でございますが、

①の県単事業につきましては、露地野菜への転

換に必要な省力化機械等の整備を支援するもの

でございまして、現在、カンショの収穫機やゴ

ボウの洗浄機など、事業費ベースで約5,500万円

の要望を受けているところでございます。また、

②の国の事業につきましては事業の詳細が確定

しておりませんが、葉たばこ転換に必要な機械

や施設の導入を支援する内容と伺っております

ので、現場が使いやすい事業となりますように、

国に対し要望しているところであり、また情報

収集にも努めているところでございます。今後

とも関係機関・団体と十分に連携を図りながら、

継続農家、廃作農家双方に対しましてきめ細や

かに対応、支援をしてまいりたいと考えており

ます。

説明は以上でございます。
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○児玉畜産課長 畜産課でございます。

常任委員会資料の13ページをごらんください。

県有種雄牛の凍結精液配布体制の見直し経過に

ついて御説明いたします。

まず、１の現状と問題点でございますが、14

ページの図で御説明いたしたいと思います。県

有種雄牛につきましては、県の家畜改良事業団

が一括管理し凍結精液を製造しております。そ

の配布に際しましては、右上に示しております

地域の家畜改良協議会から精液配布計画書の提

出を受けまして、事業団で配布を調整、決定し

た後に、中ほどにあります地域の家畜改良協会

を通して、会員である家畜人工授精師に配布さ

れ、繁殖農家において人工授精が行われること

となっておるところでございます。

このような仕組みの中で、一部地域では、右

下に破線で囲んでおりますが、家畜人工授精師

協会の入会制限のため、家畜改良協会の会員に

なることができずに、結果的に県有種雄牛の凍

結精液が入手できない状態となっておりました。

このような入会制限に対しまして、公正取引委

員会が独占禁止法違反につながるおそれのある

行為が見られたといたしまして、家畜人工授精

師協会に注意を行ったところでございます。

13ページに戻っていただきまして、このため

県といたしましては、２の見直しの必要性にあ

りますように、（１）の法令を遵守する必要性が

あること。（２）の県有種雄牛は貴重な財産であ

りまして、その凍結精液は、県内で広くかつ公

正に利用すべきであること。また（３）にあり

ますように、県は毎年、家畜人工授精師講習会

を開催いたしまして授精師を養成しており、意

欲ある授精師を育成していく必要があること。

さらに、（４）の家畜人工授精師免許を有した畜

産農家が、生産コスト低減のために自分が飼養

する牛にみずから人工授精をするということは

合理性があること。こういったことを考慮いた

しますと、現行の配布体制の見直しが必要であ

ると判断したところでございます。

次に、３の県の対応についてでございますが、

公正取引委員会の注意を受けまして、平成21年

５月から当該地域におきまして当事者双方から

意見を聞き調整を実施いたしましたが、地域か

らは、「県において県内統一のルールづくりをし

ていただきたい」という要請があったところで

ございます。県といたしましては、法令遵守の

観点から、弁護士や公正取引委員会の意見を聞

きまして、これを踏まえて見直し案を作成し、

畜産関係団体と協議を重ねて、おおむね了解を

得たところであります。そして本年５月から８

月にかけまして、家畜人工授精師で構成する各

地域の家畜改良協会に説明を行いまして、さら

に各地域において協議を実施していただいて一

定の理解を得たところでございます。このよう

な経過を経まして配布の方針を策定したところ

でございまして、４にその考え方を示しており

ます。

今日まで、関係者の御協力を得ながら長い年

月をかけて優秀な県有種雄牛を造成するととも

に、これをもとに宮崎牛ブランドを確立してき

た経緯を考慮いたしますと、まず、（１）にあり

ますように、配付する凍結精液は県内への供給・

利用を最優先とすること。次に、県有種雄牛以

外の種雄牛造成には利用しないこと。さらに、

（３）にありますように、配布に当たっては、

凍結精液の利用状況や飼養する繁殖雌牛の頭数

などの実態に応じて行うことといたしておりま

す。また、（４）にありますように、県外精液を

利用する人工授精師につきましては、配布する

凍結精液に一定の制限を設けたり、（５）のよう
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に、新たに配布を受ける人工授精師にも、種雄

牛造成や宮崎牛ブランドづくりに協力をいただ

くなど一定の配布条件をつけることで、本県の

和牛改良や宮崎牛ブランドのさらなる発展を目

指すことといたしております。

なお、見直し方針に基づく凍結精液の配布に

つきましては、今後、各地域において詳細な詰

めを行ってまいりまして、来年度には実施した

いと考えておるところでございます。

畜産課は以上でございます。

○田口委員長 その他の報告事項に関する執行

部の説明が終了しました。

その他の報告事項についての質疑はございま

せんか。

○福田委員 凍結精液の配布についてちょっと

お尋ねしますが、説明はよくわかりました。配

布体制見直しの中で（４）、これは北海道あたり

では広く行われています。飼養者みずからが人

工授精をするということは行われているんです

が、宮崎県内ではどれくらいの希望者がおるん

ですか。

○児玉畜産課長 現在、家畜改良協会に入って

おられる人工授精師の方が130名程度と聞いてお

ります。それから、人工授精師の免許を所有さ

れている方は400名程度とお聞きしております

が、その差がすべて自家授精の方かと言われる

と、そうでない方もいらっしゃるだろうと思い

ます。ただ、それが全部新たに受けるかといい

ますと、人工授精である程度の受胎率を確保す

るためには、当然技術に熟練する必要があると

いうこと。それから人工授精を自分やるとなり

ますと、それに必要な備品でありますとか消耗

品等が要ることを考えますと、400名と130名の

差、270名のうちのどのくらいが新たに受けられ

るかは、今後地域で詳細を詰めていく中でない

と、現状では把握できていない状況でございま

す。

○福田委員 48年、各地域の人工授精師を統合

すべく大分御苦労いただきまして今日があるわ

けです。今の姿は望ましいと思いますが、法的

な制約もありますから、こういう改正は当然と

思います。できればこういう方々が、経営上、

自家授精をされる方向も時代の流れかなと思っ

ています。北海道をずっと見ていまして、随分

これが普及していまして、受精卵移植までやっ

ていますからね。そういう面では宮崎もようや

くそういう姿になってくるのかなと思いますが、

ぜひ、混乱が起きないようにソフトランディン

グを目指してやっていただきたいと思います。

○押川委員 葉たばこの共同利用施設の再編整

備計画でありますけれども、先ほど説明があり

ましたとおり、乾燥施設、育苗施設、貯蔵施設31

が処分等の必要があるということであります。

その中で５つにおいては、用途変更あたりをし

ながら補助金返還がないような形の中で今努力

をされておるということでありますが、進捗状

況をもう少し教えていただきたいということ

と、31の中の５、残りでありますけれども、こ

の処分のあり方については何らかの規制という

ものがあるんでしょうか。

○加勇田農産園芸課長 まず、５カ所の進捗状

況でございますが、今回、大規模な廃作となる

ということでございますので、農水省に出向き

ましていろいろと相談をさせていただいており

ます。そういった中で、国の財産処分の承認基

準というのがございますけれども、そういった

中で補助金返還が免除されるようなものは適用

できないかといった相談をしております。その

中で、第６条でございますけれども、「社会経済

情勢の変化によって、農家の責任に帰さない部
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分で、当初の補助目的に従った利用が困難となっ

ている施設に該当するでしょう」といったよう

な返事をいただいておるところでございます。

ただ、これにつきましてはその後、施設が残れ

ば、その上屋だけでも、あるいは上屋を撤去す

れば敷地を、農林水産業の振興を通じた有効活

用を図ってくださいよといったものが一つござ

いますので、有効活用を図るといった面でそれ

ぞれの地域で検討していただいている状況でご

ざいます。そういったところ辺を十分に踏まえ

ながら、補助金返還しなくて済むように最終的

にはしていきたいと考えているところでござい

ます。

それから残りの26カ所の分につきましては、

基本的には国庫補助の縛りというのはございま

せんので、処分はできると考えております。た

だ、せっかくあるものでございますので、それ

ぞれの施設につきましても、できるだけ有効活

用を図るといった視点で検討していただいてい

るところでございます。それぞれの地域に応じ

ていろんなところで有効活用する、譲渡する取

り組みが上がってきているところでございます

ので、この辺もそれぞれの地域の中で助言・指

導をしていきたいと思っております。

○押川委員 ５つの件につきましては、引き続

きそういうことで努力方をお願い申し上げてお

きたいと思います。

それから残りの26施設の中で、例えば、共乾

の皆さん方が地元の企業あたりでも売却ができ

るようなことになるのかならないのか。そこあ

たり私もわからんとですけれども、補助金の返

還がない、そして使用されないという施設にお

いては、共乾で判断をしてもいいということで

いいんですか。共乾が処分するということで。

○加勇田農産園芸課長 国の縛りがないという

ことでございますので、それぞれの共乾で判断

するということになると思います。

○押川委員 わかりました。ありがとうござい

ました。

それから県の種雄牛関係につきましては一般

質問でも質問をさせていただきましたので、新

しい取り組みの中で答弁もいただいております

から、今後、県外に種雄牛の種が流れないよう

な形の中でしっかりした管理体制を整えてやっ

ていただきますように、要望しておきたいと思

います。

○福田委員 報告事項の中で、たばこの廃作の

後の転換品目ですが、見ますと非常に土ものの

芋類が多いようですが、これに対する対応策は

十分考えておられるんでしょうか。加工に回っ

たり青果用に回ったりあるんでしょうが、急激

にふえるわけですよね。

○加勇田農産園芸課長 それぞれの地域の中で、

品目についてはＪＡも含めて検討していただい

ているということでございます。里芋であれば

加工用と青果用と両方あるわけでございますが、

ジェイエイフーズにおきましても加工向けにと

いうことで推進を図っているといった状況でご

ざいます。そういったところも含めて、できる

だけ販売先の見通しを立てながらといった形で

今対応しているところでございます。ちなみに

我々のほうでも、転換に伴う生産量といいます

か面積が一応上がってきておりますので、この

辺を見てみますと、里芋であれば、単純に面積

に平均反収を掛けた場合に、現在の生産量から

見ましたときに5.6％増加するだろうという見方

をしています。これは単純な机上の計算だけで

ございますが、それぐらいの量になると思って

おります。通常でも気象変動といったこともあ

るわけでございますが、ただ、過剰といったこ
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とは価格にも響いてくるということでございま

すので、そこら辺につきましてはそれぞれ地域

の中、あるいは経済連、ＪＡ等ときっちりと対

応していきたいと考えているところでございま

す。

○福田委員 私の中部管内が転換、廃作の面積

が一番多いんです。この中で私が聞く内容の作

物が入っていないんですが、大根等は入ってい

なかったですか。面積にカウントするような数

字は出ていませんか。例えば千切りに加工する

大根とか青果用とか。

○加勇田農産園芸課長 済みません。11ページ

のアンケート調査の結果もそうでございますが、

大根はたばこの裏作に当たるということで、当

然大根は非常に希望は多いということでござい

ます。ただ、今回の場合はたばこそのものにか

わる部分といったことで一応報告させていただ

いております。

○福田委員 中部管内はもともと大根の産地で、

中野委員の地元もそうですが、日本一の切り干

し大根の産地ですね。これは３年サイクルぐら

いで、貯蔵をうまくやっていけば価格も平均化

しますし、なおかつ中小企業を誘致したと同じ

ような雇用を創出する効果があるんです。周年

雇用ができていまして、恐らく中部管内、宮崎

市、東諸で数百人の方がパック作業にかかわっ

ていると思います。その辺も考慮しながら、地

域の雇用も創出すると、そういうことも考えた

取り組み－それにまた付随することは、３年

サイクルですから、そこには冷凍冷蔵庫等の設

置等についても対応してやらなくちゃなりませ

んから、十分その辺の御配慮をしておっていた

だきたいと思います。要望でございます。

○岩下委員 直接は関係ないんですけれども、

ちょっとお聞きしたいんですが、宮崎県で今、

二毛作をしているところとその面積、戸数がわ

かれば教えていただきたいんですが。

○加勇田農産園芸課長 今、県全体の数字が手

元にはないんですけれども、戸別所得補償制度、

水田対策の中で二毛作に対する助成を行います

が、二毛作の面積が県全体では7,621ヘクタール

上がってきております。ちなみに昨年度の実績

としましては5, 2 1 1ヘクタールということ

で、2,400ヘクタールほどふえている状況でござ

います。中心となりますのは飼料作物を絡めた

二毛作ということでございます。

○岩下委員 飼料用じゃなくて、米として実際

にされているのはどれくらいのものでしょうか。

わかりませんか。

○加勇田農産園芸課長 主食用といいますか米

となりますと二期作になりますけれども、二期

作については現在、実施されていないというこ

とでございます。生産調整の絡みでずっと以前

から二期作については廃止しているといったこ

ともございまして、現在ではやっておりません。

○岩下委員 以前は二期作、二毛作というのは

よく聞いていた表現だったんですけれども、焼

酎会社は今までは外米を使って焼酎をつくって

いたと、まぜるのかもしれませんけれども。今

後、安全性とかいった点でするとすれば、外米

は入れなくて、二期作でできた国内の米を使い

たいんだけれどもという要望も聞いているもの

ですから、現状をお聞きしたところでした。

○加勇田農産園芸課長 加工用米につきまして

は、現在、一生懸命県でも推進を図っていると

ころでございます。県内の焼酎会社で２万トン

を超えるような需要があるということでござい

ます。今、お話がございましたとおり、以前は

ＭＡ米、外国から輸入した米を使っていたとい

うことでございます。これは非常に安いお米で
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ございます。安いお米を使ったということでご

ざいますが、国産米を使うとなりますと、その

辺の価格差を埋められないといったこともござ

います。その価格差を埋めていくためには、一

つにはコストを下げていくことが必要でござい

ますけれども、二期作でつくるとなりますと収

量がなかなか上がらないということがございま

すので、コスト的には合わないのかなというふ

うに思っております。我々として今進めており

ますのは、多収で、価格を引き下げても農家の

手取りが減らないといいますか、できるだけ所

得を維持できるような米として加工用米を推進

していきたいと考えているところでございます

ので、二期作での対応というのは難しいのかな

というふうには思っております。

○田口委員長 その他で何か御質問はございま

すか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、以上をもって農政水

産部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時17分休憩

午後３時20分再開

○田口委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、申し合わ

せにより、委員会審査の最終日に行うことになっ

ておりますので、あす８日に採決を行うことと

し、再開時刻を１時としたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、そのように決定いた

します。

そのほか何か皆さんからございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 では、以上をもちまして本日の

委員会を終わります。

午後３時21分散会
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平成23年12月８日（木曜日）

午後１時０分再開

出席委員（８人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 野  明

委 員 押 川 修一郎

委 員 新 見 昌 安

委 員 岩 下 斌 彦

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

総務課主任主事 押 川 康 成

○田口委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第２号、第７号、第12号、第21

号から第24号まで及び第36号について、原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 御異議なしと認めます。よって、

各号議案については原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「環境対策及び農林水産業振興対策に関する

調査」につきましては、引き続き、閉会中の継

続審査といたしたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 御異議ありませんので、その旨

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として特に御要望等はあり

ませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時２分休憩

午後１時14分再開

○田口委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見等を参考にしながら、正副委員長

に御一任いただくということで御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

暫時休憩いたします。

午後１時15分休憩

午後１時22分再開

○田口委員長 委員会を再開いたします。

その他で何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○田口委員長 それでは、以上で委員会を終了

いたします。

午後１時22分閉会




